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株
主
の
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株
引
受
権
の
研
究
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一
　
序
　
　
論

二
　
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
比
較
法
的
考
察

　
①
　
諸
外
國
法
の
概
観

　
働
　
ド
イ
ッ
に
お
け
る
法
規
制
の
浩
革

　
⑧
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
規
制
の
沿
革

　
㈲
　
我
が
國
に
お
け
る
法
規
制
の
洛
革

一
　
序

論

三
　
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
法
的
基
礎

四
　
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
性
質

　
①
　
定
款
に
よ
る
新
株
引
受
穫

　ω　取

締
役
會
に
よ
る
新
株
引
受
椹

　
③
　
具
艦
的
な
新
株
引
受
椹
と
抽
象
的
な
新
株
引
受
椹

五
　
結
　
　
論

新
株
の
稜
行
に
際
し
て
奮
株
主
が
い
か
な
る
地
位
に
立
つ
か
の
間
題
は
、
株
主
の
新
株
引
受
構
の
問
題
と
し
て
、
近
代
株
式
會
肚
法
に
お
け
る

立
法
上
及
び
解
繹
上
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
商
法
は
、
株
主
の
新
株
引
受
槽
に
關
し
、
「
會
肚
ノ
成
立
後
株
式
ヲ
稜
行
ス
ル
場
合
二
於

テ
ハ
左
ノ
事
項
ニ
シ
テ
定
款
二
定
ナ
キ
モ
ノ
ハ
取
締
役
會
之
ヲ
決
ス
」
（
二
八
O
條
ノ
ニ
）
と
規
定
し
て
、
そ
の
第
五
號
に
「
新
株
ノ
引
受
権
ヲ
與

フ
ベ
キ
者
並
二
引
受
槽
ノ
目
的
タ
ル
株
式
ノ
額
面
無
額
面
ノ
別
、
種
類
、
歎
及
稜
行
債
額
」
を
掲
げ
て
い
る
。
帥
ち
商
法
は
株
主
が
新
株
引
受
構

　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
穰
の
碑
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
（
一
四
七
）



　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
　
（
一
四
八
）

を
當
然
に
は
有
し
な
い
こ
と
を
建
前
と
し
な
が
ら
、
そ
の
付
與
を
原
則
と
し
て
取
締
役
會
に
一
任
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
取
締
役
會
に
一
任
し
て

い
る
と
い
つ
て
も
、
商
法
二
八
O
條
ノ
ニ
の
規
定
の
趣
旨
か
ら
い
つ
て
、
定
款
で
付
與
し
て
も
も
と
よ
り
差
支
え
な
い
。
從
つ
て
、
商
法
は
株
主

の
新
株
引
受
権
に
關
し
定
款
に
よ
つ
て
付
與
さ
れ
る
新
株
引
受
椹
と
取
締
役
會
に
よ
つ
て
付
與
さ
れ
る
新
株
引
受
槽
と
の
爾
者
を
認
め
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
爾
者
の
新
株
引
受
椹
の
性
質
は
果
し
て
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
特
に
定
款
に
よ
つ
て
明
定
さ
れ
た
新
株
引
受
権
を
前
提
と
し

な
い
で
株
主
に
新
株
引
受
穫
を
與
え
る
と
い
う
の
は
法
律
上
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
こ
に
は
い
か
な
る
法
理
が
適
用
さ
れ
る
の
か
、
と
い

う
間
題
が
生
ず
る
。
こ
れ
ら
の
間
題
を
中
心
と
し
て
從
來
不
明
確
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
き
た
か
の
感
の
あ
る
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
本
質
、
株
主

の
新
株
引
受
穂
の
法
的
基
礎
、
株
主
の
新
株
引
受
権
と
取
締
役
會
の
割
當
自
由
の
原
則
と
の
關
係
等
基
本
的
な
問
題
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
の

が
、
本
稿
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
新
株
引
受
穫
が
諸
外
國
に
お
い
て
現
在
法
律
上
如
何
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
い
か
な
る
推

移
の
下
に
稜
展
し
て
き
た
か
を
考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
株
主
の
新
株
引
受
権
の
比
較
法
的
考
察

　
①
　
諸
外
國
法
の
概
観

　
株
主
の
新
株
引
受
灌
に
關
す
る
諸
外
國
法
は
法
規
の
形
式
の
相
違
に
よ
つ
て
次
の
二
種
に
匠
分
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

　
1
　
新
株
引
受
権
の
付
與
を
會
肚
の
意
思
に
委
ね
て
い
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
a
　
定
款
に
よ
り
付
與
す
る

　
　
　
　
オ
ー
ス
ト
リ
；
法

　
　
　
　
　
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ロ

　
　
b
　
株
主
総
會
の
増
資
決
議
に
よ
り
付
與
す
る



　
　
　
　
オ
ラ
ン
ダ
法

　
　
　
　
デ
ン
マ
ー
ク
法

2
　
新
株
引
受
権
を
法
定
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
　
ド
ィ
ッ
株
式
法

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
　
フ
ラ
ン
ス
商
法

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
　
ス
イ
ス
債
務
法

　
　
　
ア
メ
リ
カ
法

　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
　
イ
ギ
リ
ス
法

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
　
中
華
民
國
公
司
法

（
1
）
　
オ
ー
ス
ト
リ
ー
法
三
一
條
四
項
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
法
二
五
條
、
八
木
弘
「
株
主
の
新
株
引
受
権
－
沿
革
的
並
に
比
較
法
的
考
察
t
」
國
民
経
濟
雑
誌
七

　
二
巻
三
號
四
七
頁
以
下
の
分
類
に
よ
る
。

（
2
）
　
オ
ラ
ン
ダ
法
一
九
條
、
デ
ソ
マ
ー
ク
法
一
九
條
、
八
木
、
前
掲
論
丈
の
分
類
に
よ
る
。
但
し
、
現
在
こ
れ
ら
四
力
國
の
法
律
が
効
力
を
有
し
て
い
る
か
否
か

　
は
疑
問
で
あ
る
。

（
3
）
　
ド
イ
ッ
株
式
法
一
五
三
條

　
　
e
　
株
主
ニ
ハ
総
テ
、
其
ノ
請
求
二
因
リ
、
從
前
ノ
資
本
二
封
ス
ル
其
ノ
持
分
二
慮
ズ
ル
割
合
ノ
新
株
ヲ
割
當
ツ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
。
新
株
引
受
椹
ノ
行
使
二
付

　
テ
ハ
ニ
週
間
ヲ
下
ラ
ザ
ル
期
問
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
。

　
　
㊧
　
新
株
引
受
椹
ハ
贅
本
噌
加
二
關
ス
ル
決
議
二
於
テ
ノ
ミ
其
ノ
全
部
叉
ハ
一
部
ヲ
除
斥
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。
此
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
、
決
議
ニ
ハ
法
律
又
ハ
定
款

　
二
資
本
檜
加
ノ
爲
二
定
メ
タ
ル
要
件
ノ
外
、
其
ノ
決
議
二
代
表
セ
ラ
レ
タ
ル
資
本
ノ
少
ク
ト
モ
四
分
ノ
三
ヲ
包
含
ス
ル
多
数
決
ヲ
必
要
ト
ス
。
定
款
ヲ
以
テ
此
ノ

　
多
数
決
二
代
フ
ル
ニ
之
ヨ
リ
大
ナ
ル
資
本
多
数
決
ヲ
以
テ
シ
、
且
其
ノ
他
ノ
要
件
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
。
（
大
隅
健
一
郎
他
「
ド
イ
ッ
商
法
皿
株
式
法
」
〔
外
國
法

　
典
叢
書
〕
三
七
八
頁
以
下
滲
照
）

（
4
）
　
一
九
三
五
年
八
月
八
日
の
株
主
に
層
資
の
揚
合
の
新
株
式
優
先
引
受
椹
を
與
え
る
命
令
（
b
①
自
9
画
口
G
o
8
き
一
〇
。
。
9
R
8
目
“
9
0
口
肩
o
津
＄
¢
器
－

　
9
8
昼
巴
8
の
口
β
爵
o
騨
胃
理
曾
Φ
暮
幽
o
一
留
8
塁
臼
甘
註
o
目
即
窟
図
o
ロ
的
昆
Φ
暮
暮
h
o
B
o
o
勉
①
8
覧
富
一
）

　
　
　
橡
主
の
新
株
引
受
椹
の
硯
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
（
一
四
九
）



株
主
の
新
株
引
受
椹
の
研
究

二
六

（
一
五
〇
）

　
　
第
一
條
　
定
款
二
如
何
ナ
ル
反
野
ノ
規
定
ア
ル
ト
キ
ト
錐
モ
、
株
主
ハ
・
ソ
ノ
株
式
額
二
比
例
シ
テ
、
質
本
檜
加
ヲ
行
フ
タ
メ
ニ
蛮
行
セ
ラ
ル
ル
金
鏡
株
式
（
器
－

　
註
O
塁
留
目
目
目
酵
巴
8
）
ノ
引
受
二
付
優
先
椹
ヲ
有
ス
。
此
ノ
椹
利
ハ
引
受
期
間
内
ハ
株
式
自
身
ト
同
檬
ノ
條
件
ノ
下
二
、
之
ヲ
流
通
セ
シ
メ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
。

　
　
第
五
條
　
コ
ノ
規
定
ノ
適
用
ハ
、
一
八
六
七
年
七
月
二
四
日
法
第
三
一
條
ニ
ヨ
リ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
定
足
数
ト
多
数
決
ノ
條
件
二
從
ヒ
テ
爲
ス
株
主
総
會
ノ
決
議

　
ニ
ヨ
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
排
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

　
　
な
お
詳
細
は
、
大
森
忠
夫
「
フ
ラ
ソ
ス
商
法
①
」
（
外
國
法
典
叢
書
）
　
一
九
六
頁
以
下
参
照
。

（
5
）
　
一
九
一
一
年
の
ス
イ
ス
債
務
法
は
ド
イ
ッ
奮
商
法
と
同
様
株
主
の
新
株
引
受
椹
に
つ
い
て
全
く
規
定
を
敏
い
て
い
た
が
、
一
九
二
八
年
二
月
二
一
日
の
「
ス

　
イ
ス
債
務
法
第
二
四
章
乃
至
第
三
三
章
の
改
正
に
關
す
る
聯
邦
法
律
草
案
」
第
六
五
一
條
は
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
採
用
を
豫
定
し
て
お
り
、
一
九
三
六
年
一
二

　
月
八
日
に
至
り
、
始
め
て
法
文
化
さ
れ
た
（
O
編
詳
一
｝
卜
犀
試
Φ
β
F
国
o
崖
日
O
q
9
営
島
R
ω
魯
嶺
①
賞
ω
。
O
o
o
一
一
〇
心
D
抽
　
＞
●
ミ
δ
置
目
α
｝
N
旨
O
①
8
0
甲

磯
①
び
g
磯
弩
肖
即
Φ
〈
邑
8
α
Φ
の
ω
。
ぽ
妻
o
甘
①
同
駐
。
げ
露
卜
国
●
N
器
一
勾
。。
』
，
堕
ω
●
零
●
）
。

　
　
第
六
五
二
條
　
定
款
又
ハ
資
本
ノ
檜
加
二
關
ス
ル
決
議
二
於
テ
別
段
ノ
定
ナ
キ
限
リ
、
各
株
主
ニ
ハ
、
ソ
ノ
請
求
ニ
ヨ
リ
、
ソ
ノ
從
前
ノ
持
株
二
鷹
ズ
ル
割
合

　
ノ
新
株
ヲ
割
當
ツ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
。

（
6
）
　
既
に
一
七
九
四
年
の
唄
ぎ
Φ
巨
図
》
oo
警
霞
曽
9
①
ω
8
凶
①
4
　
の
檜
資
の
場
合
に
、
同
會
杜
の
取
締
役
は
檜
賓
に
關
す
る
議
案
の
中
に
株
主
の
新
株
引
受
灌

　
を
容
認
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
が
明
ら
か
に
法
丈
上
認
め
ら
れ
た
の
は
一
八
六
二
年
の
法
（
O
o
目
唱
暫
艮
窃
》
9
一
〇
〇
爵
）
A
表
第
七
二
條
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
次
い
で
一
九
〇
八
年
の
法
（
O
o
日
b
9
且
窃
毎
9
一
8
0
0
）
A
表
第
四
二
條
を
経
て
一
九
二
九
年
の
法
（
O
o
目
b
9
巨
①
の
ト
9
一
旨
O
）
A
表
第
三
五
條
に
至
つ
た
。

　
　
A
表
第
三
五
條
　
株
主
総
會
二
於
テ
會
杜
ガ
與
工
得
ル
反
封
ノ
指
圖
ナ
キ
限
リ
新
株
ハ
総
テ
ソ
ノ
當
時
會
肚
ヨ
リ
株
主
総
會
ノ
通
知
ヲ
受
ケ
得
ベ
キ
者
二
封

　
シ
、
事
情
ノ
許
ス
限
リ
、
ソ
ノ
有
ス
ル
現
株
式
ノ
額
二
鷹
ジ
テ
之
ヲ
提
供
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
（
国
ぎ
匹
O
ざ
O
O
日
冒
四
β
気
》
辞
¢
一
一
嘗
9
●
サ
δ
b
o
沖
）

　
　
こ
の
規
定
は
株
主
の
新
株
式
優
先
引
受
椹
（
旧
H
①
－
Φ
日
営
オ
Φ
巳
騎
辟
の
）
の
付
與
の
自
由
を
株
主
総
會
の
裁
量
に
委
ね
て
い
る
が
、
こ
れ
は
株
主
の
優
先
引
受
椹

　
を
否
認
し
た
も
の
で
は
な
く
そ
の
強
行
的
性
質
を
緩
和
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
行
の
一
九
四
八
年
の
會
肚
法
に
は
こ
の
意
味
の
規
定
は
存
在
し
な
い
け
れ
ど
も
、

　
そ
の
趣
旨
は
同
じ
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
小
島
昌
太
郎
「
比
較
株
式
會
杜
形
態
論
」
〔
有
斐
閣
〕
一
九
三
頁
参
照
）
。

（
7
）
　
中
華
民
國
公
司
法
第
二
五
一
條
、
公
司
添
募
新
股
時
感
先
儘
奮
股
東
按
照
原
有
股
扮
之
比
例
分
認
比
例
分
認
不
足
時
得
由
他
股
東
分
認
或
易
行
募
集
（
謬
丈

　
－
妹
尾
晃
「
中
國
新
會
肚
法
」
　
一
八
四
頁
－
會
肚
ガ
新
株
ヲ
募
集
ス
ル
ト
キ
ハ
、
先
ヅ
奮
株
ノ
株
主
ヲ
シ
テ
其
ノ
株
式
ノ
割
合
二
感
ジ
テ
之
ヲ
引
受
ケ
シ
ム
ル
コ

　
ト
ヲ
要
シ
、
ソ
ノ
割
合
二
鷹
ジ
タ
ル
引
受
ナ
キ
部
分
二
付
他
ノ
株
主
ヲ
シ
テ
之
ヲ
引
受
ケ
シ
メ
、
又
ハ
別
二
株
主
ヲ
募
集
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、
）

以
上
の
考
察
よ
り
分
る
如
く
、
現
在
主
な
外
國
法
は
、
株
主
に
新
株
引
受
椹
が
あ
る
こ
と
を
法
律
上
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
日
本
の



現
行
商
法
の
如
き
株
主
の
新
株
引
受
椹
を
原
則
と
し
て
認
め
な
い
も
の
は
極
め
て
特
異
的
な
存
在
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
に
封
し

て
は
次
の
如
き
反
論
が
豫
想
さ
れ
る
。
「
確
か
に
現
行
法
に
於
て
は
、
株
主
の
新
株
引
受
権
を
直
接
的
に
認
め
る
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、
商
法

二
八
O
條
ノ
ニ
、
五
號
、
二
八
O
條
ノ
三
、
二
八
O
條
ノ
四
、
二
八
O
條
ノ
五
等
に
は
『
新
株
ノ
引
受
椹
』
な
る
文
言
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
特

に
こ
八
O
條
ノ
四
に
は
『
新
株
ノ
引
受
椹
ヲ
有
ス
ル
株
主
』
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
我
國
も
、
外
國
法
と
同
じ
く
、
株
主
の
新
株
引
受
権

を
認
め
る
前
提
に
立
つ
て
お
り
、
た
だ
新
株
引
受
椹
の
付
與
を
原
則
と
し
て
取
締
役
會
に
委
ね
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
但
し
二
八
○
條
ノ
ニ
の
條

文
よ
り
、
定
款
、
叉
は
定
款
を
も
つ
て
株
主
総
會
が
こ
れ
を
付
與
す
る
旨
を
定
め
た
と
き
は
、
株
主
総
會
で
新
株
引
受
権
を
付
與
し
て
も
差
支
え

な
い
）
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
。
こ
の
反
論
に
封
し
て
は
次
の
事
が
間
題
と
な
る
。
邸
ち
、
取
締
役
會
に
よ
つ
て
付
與
さ
れ
た
「
新
株
引
受

穫
」
な
る
も
の
は
比
較
法
的
に
み
て
果
し
て
所
謂
「
新
株
引
受
椹
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
事
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
諸
外
國
法
は
、
前
述

せ
る
如
く
、
法
律
に
よ
り
、
定
款
に
よ
り
、
或
は
株
主
総
會
に
よ
り
、
株
主
の
新
株
引
受
穫
を
付
與
す
る
建
前
を
探
つ
て
お
り
（
な
お
、
ア
メ
リ
ヵ
、

ド
イ
ッ
等
は
後
述
す
る
如
く
新
株
引
受
椹
を
法
定
し
な
が
ら
、
そ
の
排
除
を
、
定
款
或
は
株
主
総
會
の
決
議
で
出
來
る
と
い
う
建
前
を
探
つ
て
い
る
が
、
新
株
引
受
穫
の

排
除
は
消
極
的
な
新
株
引
受
椹
の
付
與
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
）
、
現
行
商
法
の
如
き
取
締
役
會
に
よ
り
株
主
の
新
株
引
受
権
を
付
與
す
る
建
前
を
探
つ
て

い
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
何
故
諸
外
國
法
は
か
く
の
如
き
建
前
を
探
つ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
に
封
し
て
は
、
外
國
に
お
い
て
、

株
主
の
新
株
引
受
椹
は
如
何
に
し
て
法
律
上
認
め
ら
れ
、
如
何
な
る
攣
遷
を
維
て
き
た
か
、
帥
ち
株
主
の
新
株
引
受
構
の
溜
革
的
研
究
が
一
つ
の

参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
大
陸
法
系
か
ら
ド
イ
ッ
を
、
英
米
法
系
か
ら
ア
メ
リ
カ
を
代
表
選
出
し
、
以
下
少
し
詳
し
く
考
察
を
試
み
る
。

　
な
お
、
わ
が
國
に
お
け
る
ド
イ
ッ
並
び
に
ア
メ
リ
カ
の
新
株
引
受
穫
の
沿
革
的
研
究
に
つ
い
て
は
既
に
八
木
弘
教
授
（
「
株
主
の
新
株
引
受
椹
－

沼
革
的
並
に
比
較
法
的
考
察
1
」
國
民
経
濟
雑
誌
七
二
巻
三
號
四
七
頁
以
下
）
並
び
に
富
山
康
吉
教
授
（
「
ア
メ
リ
カ
會
肚
法
に
お
け
る
新
株
引
受
椹
の
原
則
一

民
商
法
雑
誌
二
四
巻
五
號
三
四
頁
以
下
）
の
御
勢
作
が
あ
り
、
廣
く
内
外
の
文
献
を
引
用
し
て
、
そ
の
所
見
を
示
さ
れ
て
い
る
。
私
は
こ
れ
ら
二
論
丈

に
よ
つ
て
多
く
の
示
唆
を
う
け
た
こ
と
と
、
文
献
の
滲
照
は
ほ
と
ん
ど
こ
れ
ら
論
文
に
依
つ
た
こ
と
を
お
新
り
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
砺
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
（
一
五
一
）



株
主
の
新
株
引
受
椹
の
薪
究

二
八

（
一
五
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
②
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
規
制
の
沿
革

　
一
八
六
一
年
の
奮
商
法

　
新
株
引
受
椹
に
つ
い
て
は
全
然
規
定
を
嵌
き
、
資
本
檜
加
の
實
行
は
專
ら
取
締
役
の
職
務
権
限
に
属
し
、
新
株
の
割
當
も
取
締
役
が
自
由
に
こ

れ
を
決
定
し
得
た
。
當
時
の
定
款
に
お
い
て
は
、
一
派
の
株
主
－
多
く
は
襲
起
人
ー
に
定
款
所
定
の
憤
格
ー
普
通
は
額
面
ー
を
以
て
新

株
の
牛
歎
を
引
受
け
る
旨
を
規
定
し
て
い
た
が
た
め
に
定
款
上
の
新
株
引
受
椹
者
は
檜
資
に
よ
る
財
産
的
利
盆
帥
ち
獲
行
償
額
と
市
慣
と
の
差
額

を
享
受
せ
ん
が
た
め
に
不
必
要
な
る
檜
資
を
張
要
し
て
會
肚
及
び
一
般
株
主
に
不
測
の
損
害
を
興
え
る
弊
害
が
あ
つ
た
。

　
一
八
八
四
年
の
改
正
法

　
右
の
弊
害
に
鑑
み
一
八
八
四
年
の
株
式
改
正
法
は
、
新
た
に
第
二
五
一
條
a
第
四
項
（
株
式
合
資
會
肚
に
つ
い
て
は
第
一
八
O
條
第
五
項
）
の
規
定

を
挿
入
し
、
「
新
二
焚
行
ス
ヘ
キ
株
式
ノ
引
受
ヲ
ナ
ス
槽
利
ニ
ツ
キ
、
資
本
檜
加
ノ
決
議
前
ニ
ナ
シ
タ
ル
特
約
ハ
會
杜
二
封
シ
テ
ソ
ノ
効
力
ヲ
生

セ
ス
」
と
定
め
た
が
、
こ
の
新
規
定
だ
け
で
は
前
述
の
弊
害
を
十
分
に
除
去
す
る
こ
と
は
出
來
な
か
つ
た
。
新
商
法
草
案
の
読
明
書
は
こ
の
間
の

事
情
を
「
然
も
新
株
稜
行
の
場
合
に
お
け
る
弊
害
に
關
す
る
非
難
は
沈
黙
せ
ず
、
経
験
は
右
の
規
定
に
拘
ら
ず
、
資
本
増
加
が
、
し
ば
し
ば
投
機

の
た
め
に
し
か
も
比
較
的
少
数
の
關
係
者
1
こ
れ
ら
の
者
は
そ
の
引
受
け
た
る
株
式
を
暴
騰
と
同
時
に
取
引
所
に
費
放
つ
の
で
あ
る
ー
の
利

盆
の
た
め
に
行
は
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
こ
と
は
法
的
拘
束
力
あ
る
新
株
引
受
椹
が
あ
ら
か
じ
め
付
與
せ
ら
れ
な
か
つ
た
と
し
て
も
、
可
能

で
あ
ろ
う
。
蓋
し
、
現
行
法
上
は
株
主
は
株
主
と
し
て
そ
の
持
株
に
慮
ず
る
新
株
の
割
當
を
求
む
る
請
求
穫
を
有
せ
ざ
る
が
故
に
、
取
締
役
及
び

監
査
役
は
株
主
総
會
の
特
別
の
留
保
な
き
と
き
は
、
新
株
の
割
當
に
際
し
む
し
ろ
自
由
の
庭
置
を
採
り
得
べ
く
、
從
つ
て
會
枇
及
び
そ
の
機
關
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

封
し
決
定
的
勢
力
を
有
す
る
者
の
利
盆
を
一
方
的
に
顧
慮
す
る
こ
と
が
常
に
可
能
な
る
が
故
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
新
商
法
草
案



　
か
く
て
新
商
法
草
案
に
至
り
、
は
じ
め
て
株
主
の
比
例
的
新
株
引
受
権
の
制
定
が
豫
定
せ
ら
る
る
に
至
つ
た
。
帥
ち
草
案
は
こ
れ
に
關
し
次
の

爾
條
を
お
い
た
。

　
第
二
七
四
條
資
本
ノ
増
加
二
關
ス
ル
決
議
ニ
オ
イ
テ
別
段
ノ
定
ヲ
ナ
サ
サ
ル
限
リ
株
主
ニ
ハ
総
テ
ソ
ノ
請
求
ニ
ヨ
リ
、
從
前
ノ
資
本
二
封
ス
ル
ソ
ノ
持
分
二
懸

　
ス
ル
割
合
ノ
新
株
ヲ
割
當
ツ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
　
株
主
二
封
シ
新
株
ヲ
獲
行
ス
ヘ
キ
額
ハ
取
締
役
ニ
オ
イ
テ
會
肚
公
告
紙
二
之
二
公
示
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
　
コ
ノ
公
示

　
ニ
ハ
新
株
引
受
灌
ノ
行
使
ノ
タ
メ
ノ
期
間
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
　
コ
ノ
期
間
ハ
少
ク
ト
モ
ニ
週
間
以
上
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
第
二
七
五
條
新
二
獲
行
ス
ヘ
キ
株
式
ノ
引
受
ヲ
求
ム
ル
灌
利
ノ
約
束
ハ
、
第
二
八
二
條
二
掲
ヶ
タ
ル
株
主
ノ
灌
利
ヲ
留
保
シ
テ
ノ
ミ
之
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　本ノ

増
加
二
關
ス
ル
決
議
前
ニ
ナ
シ
タ
ル
約
束
ハ
會
吐
二
封
シ
テ
ソ
ノ
効
力
ヲ
生
セ
ス

　
草
案
読
明
書
は
こ
れ
ら
新
規
定
に
勤
し
て
次
の
如
き
読
明
を
加
え
て
い
る
。
印
ち
こ
れ
割
當
自
由
に
件
う
弊
害
に
封
し
一
段
の
矯
正
を
加
え
る

た
め
、
草
案
第
二
七
四
條
は
、
株
主
総
會
が
資
本
増
加
に
關
す
る
決
議
に
お
い
て
自
ら
別
段
の
定
め
を
爲
さ
ざ
り
し
こ
と
を
要
件
と
し
て
、
各
株

主
に
封
し
そ
の
從
前
の
資
本
持
分
に
感
ず
る
割
合
の
株
式
の
割
當
を
請
求
す
る
権
利
を
付
與
す
る
企
業
の
螢
業
状
熊
に
よ
り
新
株
の
譲
渡
に
よ
る

利
盆
を
期
待
し
う
べ
き
と
き
は
こ
の
利
盆
が
出
來
う
る
限
り
株
主
全
員
の
利
盆
と
な
る
こ
と
が
實
際
公
正
な
り
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
七
四
條
第

二
項
の
規
定
に
從
え
ば
、
株
主
に
封
し
新
株
を
穫
行
す
る
額
は
取
締
役
に
お
い
て
こ
れ
を
會
肚
公
告
紙
に
公
告
す
べ
く
、
こ
の
際
に
は
同
時
に
株

主
の
法
定
引
受
権
の
行
使
の
た
め
二
週
間
を
下
ら
ざ
る
期
間
を
定
め
う
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
一
方
株
主
に
封
し
そ
の
擢
利
の
行
使
に
十
分
な
る
機

會
を
保
障
し
、
他
方
爾
後
の
請
求
に
封
し
顧
慮
を
拒
絶
す
る
可
能
性
を
與
え
る
。
株
式
を
公
募
す
る
場
合
に
は
、
株
主
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
る

取
締
役
の
公
告
は
ま
た
申
込
の
開
始
と
同
時
に
之
を
な
し
う
る
。
然
し
、
こ
の
場
合
に
は
公
募
自
艦
を
株
主
の
た
め
、
公
告
所
定
の
期
間
の
満
了

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

前
に
閉
鎖
し
得
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

（
8
）

　
ω
器

ド
イ
ッ
に
お
け
る
洛
革
に
つ
い
て
は
、
匹
a
g
U
δ
器
9
舘
甘
冨
Z
暮
弩
畠
霧
卜
辟
一
聲
ご
Φ
N
自
鴨
8
0
騨
●
ψ
に
論
●
　
固
静
Φ
り
噂
卜
O
●
ψ

株
主
の
新
株
引
受
灌
の
研
究

二
九

（
一
五
三
）



　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
穫
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
　
（
一
五
四
）

（
9
）
　
課
丈
は
八
木
・
前
掲
論
丈
に
よ
る
。

（
1
0
）
　
謬
丈
は
八
木
。
前
揚
論
丈
に
よ
る
。

（
1
1
）
　
U
①
巨
δ
乱
目
一
陣
N
百
留
葺
国
β
♂
巽
口
践
Φ
日
霧
国
O
ω
●
ω
●
一
鶉
．
課
丈
は
八
木
・
前
掲
論
丈
に
ょ
る
。

　
一
八
九
七
年
の
新
商
法

　
新
商
法
は
草
案
第
二
七
四
條
及
び
第
二
七
五
條
に
修
正
を
加
え
ず
、
第
二
八
二
條
及
び
第
二
八
三
條
と
し
て
採
用
し
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
株
主

の
比
例
的
新
株
引
受
権
が
成
文
法
と
な
つ
て
現
出
し
た
。
し
か
し
新
商
法
は
株
主
の
比
例
的
新
株
引
受
権
を
塘
資
決
議
に
お
い
て
こ
れ
を
排
除
し

う
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
奮
株
主
に
不
測
の
損
害
を
與
え
る
弊
害
は
完
全
に
は
除
去
さ
れ
な
か
つ
た
。

　
か
く
て
第
一
次
世
界
大
戦
に
封
慮
し
て
理
事
者
の
支
配
的
地
位
の
確
立
が
要
求
せ
ら
る
る
や
、
議
決
権
株
、
貯
藏
株
、
防
衛
株
、
換
償
株
等
の

諸
制
度
が
案
出
せ
ら
れ
一
般
株
主
の
新
株
引
受
椹
を
排
除
し
て
こ
れ
ら
所
謂
管
理
株
を
理
事
者
と
そ
の
憲
黒
に
お
い
て
引
受
く
る
こ
と
が
行
わ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
右
の
必
要
が
減
少
し
た
後
に
お
い
て
も
理
事
者
乃
至
大
株
主
は
そ
の
利
盆
の
た
め
に
依
然
新
株
引
受
権
を
排
除
す
る
こ

と
を
改
め
ず
、
こ
こ
に
新
株
引
受
樺
の
排
除
の
限
界
如
何
が
論
議
せ
ら
る
る
に
．
至
つ
た
。

　
大
審
院
は
こ
の
弊
風
に
顧
み
、
国
皆
①
旨
富
事
件
に
お
い
て
、
総
會
は
無
制
限
に
株
主
の
新
株
引
受
権
を
排
除
し
う
る
も
の
と
な
し
た
到
例
を

改
め
、
良
俗
蓮
反
の
概
念
を
以
て
限
界
と
す
る
旨
を
到
示
し
、
又
他
の
到
例
に
お
い
て
は
株
主
李
等
の
原
則
に
鉗
す
る
侵
害
に
そ
の
限
界
を
求
め

（
E
）

た
。

　
（
12
）
　
鈴
木
竹
雄
「
株
主
李
等
の
原
則
」
法
協
四
八
巻
三
五
二
頁
註
三
、
三
六
〇
頁
以
下
参
照

　
か
く
て
、
こ
の
問
題
は
株
式
法
の
改
正
が
企
圖
せ
ら
る
る
や
そ
の
重
要
な
る
一
課
題
と
し
て
大
い
に
論
議
せ
ら
れ
た
。
何
れ
も
株
主
の
新
株
引

受
穫
の
排
除
を
嚴
格
化
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
ぬ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
な
り
程
度
な
り
に
は
相
當
の
開
き
が
示
さ
れ
た
。

　
提
案
の
主
な
る
も
の
は



　
1
　
豫
め
議
案
と
し
て
の
通
知
を
要
求
す
る
も
の

　
2
　
増
資
決
議
に
お
け
る
と
同
様
特
別
多
籔
決
を
要
求
す
る
も
の

　
3
　
重
要
な
る
事
由
存
す
る
場
合
に
限
り
、
定
款
に
よ
る
特
別
多
歎
決
の
緩
和
を
認
む
る
も
の

　
4
　
以
上
の
如
き
改
良
的
提
案
を
排
斥
し
、
合
併
、
現
物
出
資
の
取
得
、
選
澤
権
株
の
獲
行
の
如
き
特
定
の
場
合
の
外
、
無
條
件
の
不
可
奪
歯
権
利
た
ら
し
め
ん
と

　
　
す
る
も
の

　
　
　
　
（
1
3
）

等
が
あ
つ
た
。

（
13
）
■
鼠
Φ
鼠
孕
国
四
唇
な
8
醒
Φ
9
留
一
勾
亀
9
日
匿
の
ト
閃
●
o
o
』
含
●
に
。
目
言
茜
興
Z
①
渥
Φ
警
巴
§
㎎
α
霧
跨
界
¢
認
艶
野
呂
日
9。
b
戸

凶
匡
菊
」
W
島
。
漣
ω
●
㎝
o
。
鈍
乞
①
ヰ
霞
図
」
W
自
．
＆
中
ω
●
一
。
。
南
●

　
株
式
法
草
案

　
一
九
三
〇
年
の
株
式
法
第
一
草
案
は
、
右
の
提
案
の
1
及
び
2
を
い
れ
、
新
商
法
第
二
八
二
條
に
相
當
す
る
第
一
五
〇
條
に
新
た
に
第
三
項
及

び
第
四
項
を
附
加
し
た
。
曰
く

　
　
㊧
　
新
株
引
受
灌
ハ
決
議
二
際
シ
代
表
セ
ラ
レ
タ
ル
資
本
ノ
四
分
ノ
三
ヲ
包
含
ス
ル
多
籔
決
ニ
ヨ
ル
ト
キ
ニ
限
リ
其
ノ
全
部
叉
ハ
一
部
ヲ
排
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。

　
定
款
ヲ
以
テ
其
ノ
他
ノ
要
件
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
。

　
　
㈲
　
新
株
引
受
権
ノ
全
部
叉
ハ
一
部
ヲ
排
除
ス
ル
決
議
ハ
第
一
〇
五
條
第
二
項
ニ
ョ
リ
コ
ノ
排
除
ヲ
明
示
的
二
通
知
シ
タ
ル
ト
キ
ニ
限
リ
之
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
。

　
株
式
法

　
一
九
三
七
年
の
株
式
法
は
、
右
の
第
一
草
案
及
び
第
二
草
案
に
從
い
、
排
除
決
議
に
は
事
前
の
明
示
の
通
知
を
必
要
と
す
る
（
ド
イ
ッ
株
式
法
一

五
三
條
四
項
）
と
と
も
に
、
四
分
の
三
の
資
本
多
藪
決
を
要
求
し
（
同
法
同
條
三
項
）
、
か
つ
こ
の
表
決
要
件
は
一
般
の
定
款
攣
更
決
議
及
び
増
資
犬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

議
に
お
け
る
と
異
な
り
、
定
款
を
も
つ
て
こ
れ
を
輕
減
し
え
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
な
お
、
授
椹
資
本
制
に
類
似
す
る
認
可
資
本
（
騎
曾
魯
且
嗅
a

　
　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
権
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
（
一
五
五
）



　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
灌
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

国
碧
詫
巴
）
制
を
探
用
し
た
場
合
は
、
取
締
役
は
監
査
役
の
同
意
を
得
て
、
新
株
引
受
椹
の
除
斥
を
な
す
こ
と
が
で
ぎ
る

　
（
1
4
）
　
前
掲
ド
イ
ッ
商
法
亜
株
式
法
（
外
國
法
典
叢
書
）
第
一
五
三
條
、
第
一
五
四
條
に
關
す
る
註
繹
参
照

　
（
1
5
）
　
同
書
第
一
六
九
條
、
第
一
七
一
條
に
關
す
る
註
繹
参
照

　
　
（
一
五
六
）

　
　
　
（
1
5
）

（
同
一
七
一
條
）
。

　
③
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
規
制
の
沿
革

　
十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
、
「
會
杜
は
財
産
の
受
託
者
（
訂
墓
言
Φ
）
で
あ
り
、
株
主
は
そ
の
持
分
の
割
合
に
感
じ
て
受
盆
者
（
8
警
色

名
Φ
首
拐
叶
）
と
し
て
の
権
利
を
有
す
る
。
會
肚
財
産
は
普
通
法
上
は
會
杜
に
属
す
る
が
、
株
主
は
そ
の
衡
李
法
上
の
共
同
所
有
者
（
8
，
薯
β
臼
）
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
質
）

あ
る
。
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
十
九
世
紀
の
始
め
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
法
も
ま
た
こ
れ
と
同
じ
構
成
を
採
つ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
新
株
引
受
椹
の
原
則
が
確
立
さ
れ
た
の
は
、
一
八
〇
七
年
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
裁
到
所
に
お
け
る
毎
曙
ダ

｝
o
旨
寅
且
切
昏
犀
事
件
の
剣
例
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
當
時
被
告
會
杜
に
は
利
盆
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
新
株
の
市
償

は
額
面
を
上
廻
つ
て
い
た
。
被
告
會
肚
は
こ
の
新
株
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
株
主
の
割
當
請
求
を
無
覗
し
て
、
株
主
以
外
の
者
に
新
株
を
襲
行
し
た

と
い
う
の
が
そ
の
内
容
で
あ
る
が
、
裁
到
所
は
こ
れ
に
つ
き
被
告
會
肚
に
封
し
て
市
債
と
額
面
額
と
の
差
額
に
當
る
損
害
賠
償
を
命
じ
た
。
剣
決

理
由
に
日
く
「
會
杜
の
設
立
は
信
託
の
設
定
で
あ
る
。
會
肚
は
財
産
の
管
理
の
た
め
の
受
託
者
で
あ
り
、
各
株
主
は
持
分
に
鷹
ず
る
受
盆
者
で
あ

る
。
受
託
者
は
そ
の
椹
限
の
行
使
に
當
り
、
本
來
の
受
盆
者
の
有
す
る
利
盆
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
か
つ
株
主
は
信
託
財
産
に
封
し
持
分
を
有

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
増
資
の
決
議
は
株
主
間
に
お
け
る
彼
等
の
持
分
を
檜
加
す
る
合
意
で
あ
り
、
奮
株
主
は
彼
等
の
所
持
し
て
い
る
株
籔
に
比

例
し
て
優
先
的
に
新
株
を
引
受
く
る
樺
利
を
有
す
る
。
そ
し
て
多
藪
の
株
主
の
意
思
を
以
て
し
て
も
、
個
々
の
株
主
か
ら
そ
の
利
盆
を
奪
う
こ
と

は
詐
さ
れ
な
い
」
と
。
も
つ
と
も
こ
の
毎
電
‘
零
旨
置
且
国
9。
昌
犀
事
件
は
、
そ
の
後
に
形
成
ざ
れ
た
所
謂
O
o
目
日
9
一
9
。
名
に
お
け
る
新

株
引
受
椹
の
原
則
に
理
論
的
な
構
成
を
與
え
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
十
九
世
紀
の
始
め
に
お
け
る
ア
メ
リ
ヵ
法
の
信
託
的
理
論
に
依
る
も
の



で
あ
る
。

　
近
代
に
お
け
る
新
株
引
受
椹
の
理
論
は
そ
の
後
の
到
例
に
よ
つ
て
穫
展
せ
し
め
ら
れ
た
O
o
目
目
9
冨
名
に
お
け
る
契
約
理
論
に
も
と
づ
く

株
主
椹
概
念
の
構
成
の
上
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
O
o
目
目
8
寅
名
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
株
主
の
権
利
は
株
主
と
會
杜
と
の
契
約
か
ら
嚢

生
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
株
主
と
會
杜
と
の
契
約
は
魯
塑
碁
臼
8
暮
轟
9
と
呼
ば
れ
、
會
杜
組
織
の
中
核
を
な
す
と
こ
ろ
の
定
款
9
9
詳
臼

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

を
基
礎
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
O
o
目
目
9
冨
名
に
お
い
て
は
、
株
主
と
會
肚
と
の
契
約
の
本
質
は
利
盆
分
配
契
約
胃
o
露
あ
げ
貰
営
騎
8
暮
轟
9
で
あ
り
、
株
式
は
こ
の
契

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

約
に
よ
つ
て
付
與
さ
れ
る
財
産
樺
で
あ
る
。
議
決
権
は
、
株
式
な
る
財
産
権
の
債
値
を
保
障
す
る
た
め
の
不
可
歓
の
手
段
と
し
て
株
主
灌
に
固
有

の
要
素
で
あ
る
。
更
に
利
盆
配
當
請
求
権
や
残
飴
財
産
分
配
請
求
椹
並
び
に
議
決
権
は
既
得
権
く
①
雪
a
ユ
㎎
騨
で
あ
り
、
一
旦
與
え
ら
れ
た
こ

れ
ら
の
椹
利
に
つ
い
て
、
そ
の
株
主
の
同
意
な
く
し
て
、
多
数
決
に
よ
る
定
款
攣
更
等
に
よ
り
攣
更
を
加
え
る
こ
と
を
許
容
す
る
立
法
は
違
憲
で

　
　
　
　
（
⑳
）

あ
る
と
さ
れ
た
。

　
こ
の
契
約
理
論
に
よ
り
か
つ
既
得
穫
理
論
に
よ
り
保
護
さ
れ
た
利
盤
配
當
請
求
樺
、
残
飴
財
産
分
配
請
求
樺
並
び
に
議
決
椹
の
割
合
維
持
の
た

め
に
新
株
引
受
礎
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
新
株
引
受
権
も
そ
の
株
主
の
同
意
な
く
し
て
は
多
轍
決
を
以
て
し
て
も
奪
う
こ
と
を

得
な
い
椹
利
、
即
ち
原
始
定
款
に
豫
め
こ
れ
を
排
除
す
る
旨
の
規
定
を
設
け
な
い
限
り
奪
う
こ
と
の
出
來
な
い
固
有
椹
的
椹
利
で
あ
る
と
さ
れ
た

　
　
（
21
）

の
で
あ
る
。

　
こ
の
新
株
引
受
権
は
、
株
主
と
會
壮
と
の
契
約
か
ら
穫
生
し
た
株
主
の
権
利
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
艦
株
主
の
地
位
に

附
着
し
た
固
有
の
も
の
と
さ
れ
、
株
主
と
會
肚
と
の
契
約
に
は
新
株
引
受
椹
を
認
め
る
黙
示
の
合
意
が
含
ま
れ
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
從

つ
て
新
株
引
受
椹
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
株
主
は
契
約
違
反
と
し
て
蓼
註
9
9
器
鍔
目
冨
騨
に
よ
り
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
出

來
る
。
そ
し
て
こ
の
損
害
賠
償
の
額
は
新
株
の
市
慣
と
割
営
債
格
と
の
差
額
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
割
當
債
格
に
つ
い
て
は
、
株
主
は
新
株
を
額

　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
（
一
五
七
）



　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
灌
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
　
（
一
五
八
）

面
で
引
受
け
る
椹
利
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
會
肚
の
定
め
る
慣
格
に
從
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
に
つ
い
て
雫
が
あ
つ
た
が
、
一
九
〇
六
年
の
望
民
霧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎗
）

事
件
に
よ
り
會
肚
所
定
の
憤
格
に
從
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
。

（
1
6
）
　
ミ
一
目
警
o
P
宙
一
警
o
同
『
o
暁
叶
『
Φ
■
曽
毛
o
愉
国
β
の
営
Φ
器
6
0
目
b
9
四
註
o
目
ω
び
①
h
o
H
Φ
一
G
o
O
9
図
匡
㊤
周
く
●
■
・
菊
Φ
く
・
b
。
に
O

　
（
1
7
）
　
後
述
O
β
同
く
●
唄
o
詳
置
β
島
劇
㊤
目
酋
参
照

　
（
1
8
）
　
ω
巴
置
口
註
β
9
0
β
O
o
壱
o
犀
試
o
戸
一
。
お
℃
b
。
O
一
u
畠
9
島
①
．
固
9
0
｝
δ
び
O
暑
一
8
0
蝕
㊤
o
協
さ
①
■
即
名
9
℃
目
一
く
暮
①
O
o
巷
o
β
試
o
塁
℃
旨
“
冒
9
・

　
一
〇
ω
一
㈱
o
o
O
o
o
ト
ω
O
誤

（
1
9
）
】
w
巴
一
曽
註
β
9
0
や
。
一
虻
題
．
3
㎝
～
＆
。
．
固
Φ
ざ
げ
①
」
8
。
o
一
“
一
一
さ
9
。
㈱
㎝
。
。。
。。

（
2
0
）
】
w
①
巳
①
㊤
昆
竃
8
塁
鳩
目
ざ
9
0
凸
Φ
匹
O
o
暮
o
轟
註
。
b
蝉
昌
評
才
彗
¢
甲
8
霞
§
b
』
。
り
”
著
’
に
。
。
～
ま
。
。
田
一
一
㊤
暮
営
9
0
鼠
マ
図
目
㈱

　
曽
刈
。
固
9
0
冨
ぴ
o
や
9
“
一
一
書
8
。
謬
G。
①
ま
～
G。
8
『

（
2
1
）
田
毘
9
暮
甘
①
も
や
9
●
b
．
“
G
。
刈
ζ
・
①
ρ
。
国
。
叶
魯
①
き
。
や
島
●
一
一
菩
①
畠
●
㈱
㎝
一
ω
9
ω
8
●
幹
Φ
＜
①
扉
自
雷
象
。
。
匠
。
ロ
窪
①
一
署
。
騰

　
肩
一
く
暮
Φ
8
巷
o
β
註
o
塁
」
。
。
。
。
や
“
。。
㎝
の
①
ρ
●

　
（
2
2
）
幹
o
冨
の
く
。
（
δ
暮
甘
o
暮
毘
目
旨
魯
O
ρ
一
。
。
。
Z
①
妻
K
o
民
菊
8
』
。。
㎝
（
お
。
。
）

　
加
う
る
に
新
株
引
受
椹
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
株
主
は
衡
李
法
上
の
訴
椹
に
よ
り
救
濟
を
求
め
う
る
。
十
九
世
紀
の
中
頃
、
個
々
の
株
主

に
、
取
締
役
や
大
株
主
に
封
抗
す
る
手
段
と
な
る
べ
き
訴
権
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
一
つ
は
會
肚
の
利
盆
の
た
め
に
行
使
さ
る
べ
き
訴
穫
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

り
、
他
の
一
つ
は
株
主
個
人
の
権
利
保
護
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
訴
僅
で
あ
る
。
そ
し
て
新
株
引
受
権
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
後
者
の
株
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

個
人
の
権
利
保
護
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
訴
擢
を
行
使
し
う
る
。

　
（
2
3
）
ω
毘
9
暮
甘
①
矯
8
●
巳
紳
●
㈱
に
。。

　
（
2
4
）
　
閾
一
①
言
げ
Φ
ぴ
o
マ
o
詳
．
一
詳
げ
Φ
“
。
㈱
㎝
に
一

　
　
　
な
お
、
こ
の
鮎
に
關
し
て
富
山
康
吉
教
授
は
前
掲
論
丈
三
九
頁
に
数
の
如
く
詳
細
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
れ
に
は
三
つ
の
方
法
が
あ
る
。
第
一
に
株
主
は

　
　
営
冒
ロ
9
ご
β
を
求
め
る
こ
と
が
出
來
る
。
そ
れ
は
軍
に
新
株
引
受
穫
を
侵
害
す
る
不
當
な
株
式
の
登
行
を
差
止
め
る
場
合
の
み
に
止
ら
す
、
例
へ
ば
取
締
役
が

　
　
株
主
絡
會
を
支
配
す
る
目
的
を
以
て
自
己
又
は
友
人
に
株
式
を
割
當
て
た
場
合
に
も
、
そ
の
不
當
に
登
行
さ
れ
た
株
式
の
議
決
椹
の
総
會
に
於
け
る
行
使
を
差
止



　
め
る
命
令
を
求
め
る
こ
と
淋
認
め
ら
れ
て
い
る
α
第
二
に
、
若
し
株
式
獲
行
が
未
だ
完
了
せ
ず
株
式
の
残
部
が
あ
る
場
合
に
は
、
株
主
ば
梯
込
を
な
し
て
株
式
の

　
割
當
を
げ
旨
9
①
ρ
鼠
身
に
よ
り
強
制
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
第
三
に
新
株
引
受
僅
を
侵
害
し
て
不
當
に
登
行
さ
れ
た
株
式
は
、
善
意
の
取
得
者
（
善
意
の
引

　
受
人
を
含
む
）
の
手
に
渡
ら
な
い
限
り
、
新
株
引
受
椹
を
侵
害
さ
れ
た
株
主
の
訴
追
に
よ
つ
て
取
消
す
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
の
て
あ
る
。
」

　
か
く
の
如
く
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
、
新
株
引
受
槽
は
そ
の
株
主
の
同
意
な
く
し
て
は
多
数
決
を
も
つ
て
し
て
も
奪
い
得
な
い
固
有
権
的
権

利
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
こ
の
嚴
格
な
原
則
を
張
行
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
ず
る
實
際
上
の
不
便
を
除
去
す
る
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

漸
次
こ
の
原
則
に
甥
し
て
例
外
が
設
定
さ
れ
た
。
帥
ち
、
一
八
二
八
年
に
は
金
庫
株
（
畦
①
田
自
q
箸
。
鼻
）
に
つ
い
て
、
一
八
六
七
年
に
は
授
樺
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

本
の
範
園
内
に
お
け
る
未
穫
行
株
式
の
穫
行
に
つ
い
て
、
一
八
九
七
年
に
は
現
物
出
資
に
つ
い
て
、
一
九
〇
〇
年
に
は
合
併
の
際
に
與
え
ら
れ
る

（
2
8
）

株
式
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
例
外
が
認
め
ら
れ
た
。

　
（
2
5
）
　
全
庫
株
と
は
一
旦
有
効
に
登
行
さ
れ
た
株
式
が
會
社
の
所
有
に
蹄
し
た
も
の
（
會
砒
の
所
有
す
る
自
己
株
式
）
で
あ
つ
て
、
會
肚
の
資
産
と
し
て
他
の
會
肚

　
　
財
産
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
新
株
引
受
椹
の
封
象
と
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
属
㊤
詳
匡
価
騎
①
〈
・
菊
o
巳
｛
毛
巴
ど
菊
・
寓

　
　
（
O
⑳
）
田
〇
一
Q
。
b
。
Q
。
。
富
山
・
前
掲
論
丈
四
三
頁
、
劇
巴
置
暮
甘
9
8
。
鼠
戸
b
層
お
9
お
一
は
そ
の
理
由
を
全
庫
株
は
時
宜
に
鷹
じ
て
小
量
す
つ
夏
却
さ
れ
る
の

　
　
が
常
で
あ
る
が
、
そ
の
際
新
株
引
受
灌
を
認
め
る
こ
と
は
取
扱
上
煩
雑
で
あ
り
、
金
庫
株
の
持
つ
會
祉
全
融
上
の
機
能
が
封
じ
ら
れ
る
と
い
べ
、
黙
に
求
め
て
い
る
。

　
（
2
6
）
　
O
q
霞
唄
く
’
ω
o
o
詳
博
躍
｝
鉾
b
o
刈
O
（
一
G
o
雪
）

　
（
2
7
）
呂
⑦
お
亀
浮
く
’
Z
㊤
≦
器
屋
亀
N
旨
o
節
岸
8
0
0
’
｝
㎝
①
客
9
国
ρ
。
齢
♪
自
。
》
註
」
に
。
節
論
、
騎
額
客
臼
。
自
ρ
’
凹
F
。。
♂
き
一
●
㎝
ω
。
（
一
・
。
。
づ

　
（
2
8
）
　
団
○
ロ
昼
9
〈
’
勾
け
魯
Z
暮
。
ω
㊤
昌
ぎ
ト
o
“
目
①
図
臼
く
。
ト
づ
や
〇
一
G
。
u
O
O
●
OQ
。
≦
9
G。
b

o
g
o

。
凹
①
（
一
〇
〇
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鞍

　
上
述
の
新
株
引
受
椹
の
原
則
は
二
十
世
紀
に
入
る
や
、
ア
メ
リ
カ
會
肚
法
の
基
本
理
念
の
攣
革
、
株
主
の
経
濟
的
地
位
の
攣
化
、
株
主
構
に
關

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

す
る
既
得
椹
理
論
の
消
滅
と
い
う
こ
と
が
原
因
の
一
端
と
な
つ
て
漸
次
排
除
さ
れ
る
傾
向
と
な
つ
て
來
た
。

　
（
2
9
）
　
「
ア
メ
リ
カ
経
濟
の
登
展
と
共
に
、
株
式
會
肚
の
亘
大
企
業
化
へ
の
途
が
辿
ら
れ
た
。
　
こ
れ
に
件
つ
て
、
　
從
來
の
如
ぎ
株
主
と
會
祉
と
の
緊
密
な
結
合
關
係

　
　
は
次
第
に
弛
緩
し
、
會
肚
纏
螢
の
椹
限
を
小
敷
の
経
管
者
の
手
に
集
中
し
て
経
螢
の
能
率
を
計
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
又
激
烈
な
競
箏
は
企
業
に
お
け
る
資
本

　
　
の
調
達
を
刺
戟
し
、
資
本
調
達
に
つ
い
て
の
高
度
の
機
動
性
が
要
望
さ
れ
る
に
至
つ
た
。
所
で
一
八
九
六
年
の
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
法
が
自
州
に
於
け
る
會
杜

　
　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
（
一
五
九
）



株
主
の
新
株
引
受
椹
の
研
究

三
六

（
一
六
〇
）

　
の
設
立
を
誘
致
す
る
た
め
そ
の
規
定
を
緩
和
し
た
こ
と
に
端
を
登
し
て
、
所
謂
O
富
詳
霞
－
巨
o
β
騎
霞
営
鵬
が
一
般
的
な
現
象
と
な
り
次
の
如
き
二
つ
の
新
し
い

　
傾
向
が
明
ら
か
に
な
つ
た
。
即
ち
第
一
に
、
會
枇
の
設
立
及
び
管
業
活
動
に
廣
汎
な
自
由
を
認
め
、
取
締
役
の
椹
限
を
張
化
し
た
。
第
二
に
、
経
管
の
内
容
が
債

　
椹
者
や
株
主
に
知
ら
さ
れ
て
自
己
防
衛
の
機
會
が
與
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
詐
欺
の
事
實
が
な
い
限
り
敢
て
容
曝
し
な
い
こ
と
に
し
た
。
b
a
皇
9
’
自
胃
く
●

　
い
閃
Φ
〈
●
o
や
9
¢
づ
や
。
。
“
℃
器
。
国
①
昌
①
㊤
昌
呂
＄
β
辞
o
サ
巳
“
づ
サ
一
爬
メ
一
認
●
富
山
・
前
揚
論
丈
四
四
頁

（
3
0
）
　
第
一
次
大
職
以
後
の
株
式
大
分
散
の
現
象
に
件
い
、
一
般
株
主
は
経
濟
的
に
は
軍
な
る
會
杜
債
椹
者
た
る
の
観
を
呈
す
る
に
至
つ
た
。
議
決
椹
の
側
か
ら
み

　
る
に
、
無
議
決
権
株
式
（
9
穿
く
9
甘
σ
q
の
言
鼻
）
が
出
現
し
、
こ
の
株
式
の
利
盆
配
當
請
求
椹
が
優
先
椹
で
保
護
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
株
主
は
新
株
引
受

　
椹
を
持
た
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
O
Φ
ロ
霞
巴
甘
く
●
0
9
く
●
国
Φ
さ
一
①
げ
①
目
幹
①
Φ
一
〇
〇
壱
こ
o
o
o
o
Z
●
銅
国
孕
器
評
b
o
“
ビ
ε
ド
跨
菖
。
誤
坤
図
9
（
お
一
刈
）

　
　
又
議
決
椹
を
有
す
る
株
主
に
つ
い
て
も
、
近
時
の
株
式
の
分
化
現
象
の
結
果
、
大
企
業
に
お
い
て
は
大
部
分
の
株
主
が
全
く
僅
少
の
割
合
の
株
式
し
か
所
有
せ

　
ず
こ
の
僅
少
な
議
決
椹
の
割
合
を
維
持
す
る
こ
と
は
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
又
か
く
の
如
ぎ
一
般
株
主
は
利
盆
配
當
金
並
び
に
株
憤
の
如
何
に
關
心
が
あ
り
、

　
議
決
椹
の
行
使
に
は
無
關
心
と
な
る
實
情
に
あ
る
（
ω
言
く
①
房
℃
O
サ
a
“
づ
や
倉
O
℃
瞳
一
）
。

　
　
財
産
的
穫
利
の
側
に
つ
い
て
み
る
に
、
こ
の
種
の
椹
利
は
、
議
決
椹
の
場
合
と
異
な
り
、
必
ず
し
も
新
株
引
受
椹
の
行
使
に
よ
ら
な
け
れ
ば
そ
の
割
合
が
維
持

　
さ
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
経
濟
的
に
は
全
く
債
椹
者
化
し
た
一
般
株
主
の
關
心
は
會
社
の
純
財
産
に
つ
い
て
の
持
分
の
割
合
維
持
に
あ
る
の
で
は
な
く

　
し
て
、
寧
ろ
端
的
に
利
盆
配
當
率
と
株
債
に
あ
る
の
で
あ
る
（
園
R
δ
曽
冒
α
害
＄
塁
・
O
や
9
“
・
ω
8
屏
昌
O
ぴ
曽
や
＜
H
自
づ
や
b
o
o
o
9
器
刈
）
。
富
山
・
前
掲
論

　
丈
四
五
頁

（
3
1
）
　
利
盆
配
當
及
び
残
餓
財
産
分
配
に
あ
ず
か
る
椹
利
と
議
決
椹
と
は
從
來
既
得
椹
の
理
論
に
よ
つ
て
保
護
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
大
多
数
の
裁
判
所
に
お

　
い
て
、
若
し
制
定
法
に
規
定
が
あ
る
な
ら
ば
、
多
籔
決
に
よ
る
定
款
漿
更
を
以
て
こ
の
二
つ
の
椹
利
に
つ
い
て
も
饗
更
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ

　
れ
は
何
等
憲
法
違
反
に
な
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
（
国
9
目
90
β
叶
甘
ρ
　
o
や
9
ダ
㈱
卜
o
ミ
。
固
9
9
Φ
J
o
や
鉱
“
旨
さ
9
●
㈱
ω
8
㎝
．

　
団
Φ
昌
①
㊤
β
畠
蜜
8
房
い
o
や
o
客
．
や
ト
o
宕
o
o
Φ
ρ
●
）
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
灌
利
が
多
藪
決
に
服
す
る
に
よ
つ
て
、
こ
れ
等
の
椹
利
の
保
護
の
た
め
に
認
め
ら
れ
て

　
い
る
新
株
引
受
椹
の
み
が
、
そ
の
株
主
の
同
意
な
く
し
て
は
奪
い
得
な
い
穫
利
と
さ
れ
る
理
論
的
基
礎
が
薄
弱
と
な
つ
た
（
富
山
・
前
掲
論
丈
四
五
頁
）
。
こ
れ
に

　
加
え
て
富
山
教
授
は
な
お
次
の
二
鮎
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
株
式
機
構
の
複
雑
化
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
投
贅
銀
行
（
甘
＜
①
菖
9
①
暮
び
四
β
貯
）
組
織
の

　
へ
完
備
で
あ
る
。
詳
細
は
富
山
・
前
掲
論
文
四
六
頁
以
下
参
照
。

　
即
ち
、
實
際
界
に
お
い
て
は
、
新
株
引
受
穫
を
排
除
す
る
た
め
の
種
々
の
塵
置
が
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
原
始
定
款
に
豫
め
新
株
引
受
僅
の
排
除

を
規
定
し
た
り
、
授
椹
資
本
の
額
を
現
在
必
要
と
す
る
よ
り
も
多
く
定
め
た
り
、
現
物
出
資
の
過
大
評
慣
と
共
に
劃
債
と
し
て
與
え
た
株
式
の
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紐
）

部
を
無
償
で
會
杜
に
寄
附
せ
し
め
て
金
庫
株
と
す
る
方
法
等
を
探
用
し
た
。

　
一
方
、
U
二
昌
ざ
さ
じ
ご
毘
寅
昌
菖
昌
ρ
望
⑦
＜
窪
ヌ
等
の
學
者
は
新
株
引
受
権
の
原
則
は
排
除
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
寧
ろ
取
締
役
に
自
由
な
活
動
を

認
め
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
取
締
役
の
株
主
に
封
す
る
ま
琴
寅
員
8
冨
蝕
o
器
ぽ
b
に
基
く
義
務
に
慮
じ
て
具
艦
的
な
解
決
を
な
す
こ
と
が
適

　
　
　
　
　
　
　
（
舘
）

當
で
あ
る
と
論
い
た
。
こ
れ
に
封
し
裁
到
所
は
新
株
引
受
構
の
原
則
を
認
め
な
が
ら
、
そ
の
原
則
は
會
肚
が
新
株
稜
行
に
よ
つ
て
適
法
に
目
指
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

て
い
る
目
的
と
矛
盾
し
な
い
範
園
で
適
用
さ
れ
る
と
到
示
し
た
。

　
叉
各
州
は
立
法
に
よ
つ
て
新
株
引
受
椹
の
排
除
を
企
て
る
よ
う
に
な
つ
た
。
帥
ち
、
オ
ハ
イ
オ
・
ミ
シ
ガ
ソ
・
デ
ラ
ウ
ェ
ア
の
各
州
は
定
款
の

攣
更
に
よ
つ
て
新
株
引
受
権
を
排
除
し
う
る
こ
と
を
認
め
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
定
款
に
別
段
の
規
定
が
な
い
限
り
新
株
引
受
樺
は
存
在
し

な
い
と
し
て
お
り
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
は
定
款
で
別
段
の
規
定
を
な
す
か
、
叉
は
取
締
役
會
で
新
株
引
受
権
を
與
え
る
決
議
が
な
い
限
り
新
株
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

受
権
は
存
在
し
な
い
と
し
て
い
る
。

　
（
32
）
ω
①
巳
Φ
即
昌
窯
＄
塁
｝
8
●
o
一
“
や
一
＆

（
33
）
∪
鼠
良
①
ツ
。
や
鼻
■
題
。
。
一
9
①
一
9
留
雨
暮
日
9
曾
Φ
監
。
房
9
弓
。
一
一
。
気
甘
穿
㊤
窪
躍
節
旨
a
①
旨
o
。
暮
8
昌
8
b
畢
挙

　
O
巴
躊
o
目
一
鉾
い
寄
く
。
薯
。
＆
P
囑
。
’
ω
叶
①
〈
露
9
8
。
o
一
“
b
」
ω
㎝
8
ρ
．

　
（
34
）
　
円
げ
o
日
＜
．
閃
巴
試
白
0
8
円
目
ロ
菖
O
o
。
嶺
㎝
寓
q
。
㎝
認
｝
に
Q
o
卜
菖
。
器
“

　
（
3
5
）
　
オ
ハ
イ
オ
州
法
（
一
九
三
〇
年
）
第
八
六
二
三
條
三
五
項
、
ミ
シ
ガ
ン
州
法
（
一
九
三
三
年
）
第
一
〇
コ
ニ
五
條
三
一
項
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
（
一
九
一
五
年
）

　
　
第
四
條
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
（
一
九
三
一
年
）
第
二
九
七
條
、
　
い
ず
れ
も
八
木
・
前
掲
論
丈
三
五
八
頁
以
下
に
よ
る
。
冒
島
①
冒
9
0
0
昌
6
蜜
江
o
冒
ピ
四
宅

　
　
（
ω
0
9
①
（
一
）
）

　
以
上
の
考
察
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
株
主
の
新
株
引
受
僅
は
十
九
世
紀
に
嚴
格
な
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
企
業
の
接

大
に
從
つ
て
企
業
の
資
本
需
要
が
檜
大
し
、
會
杜
金
融
上
或
る
範
園
に
つ
い
て
こ
の
原
則
に
封
す
る
例
外
が
設
け
ら
れ
、
二
十
世
紀
に
入
る
や
、

ア
メ
リ
ヵ
経
濟
の
登
展
と
共
に
會
肚
経
螢
の
権
限
を
少
数
の
熟
達
せ
る
経
螢
者
の
手
に
委
ね
て
経
螢
の
能
牽
を
計
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
株
主
の

　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
灌
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
（
一
六
一
）



　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
穫
の
碑
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
（
一
六
二
）

關
心
は
會
杜
経
螢
よ
り
も
、
む
し
ろ
株
式
の
市
贋
並
び
に
配
當
率
に
傾
く
實
情
に
鷹
じ
て
、
株
主
の
新
株
引
受
樺
の
原
則
は
こ
れ
と
調
和
し
な
い

も
の
と
な
り
、
途
に
引
受
椹
排
除
の
傾
向
が
現
れ
、
こ
の
傾
向
が
盆
々
強
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
が
分
る
。
即
ち
経
濟
の
焚
展
に
俘
う
資
本

調
達
の
要
請
に
從
つ
て
株
主
の
新
株
引
受
樺
の
排
除
が
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
由
な
色
彩
の
濃
い
ア
メ
リ
カ
法
で
も
十
九
世
紀

に
あ
つ
て
は
、
株
主
の
保
護
の
た
め
に
、
株
主
の
新
株
引
受
槽
の
原
則
は
嚴
格
に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
を
窺
い
碍
る
。
し
か
し
ア
メ
リ
ヵ

の
O
o
日
日
9
鼠
名
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
法
理
は
、
株
主
の
椹
利
は
、
株
主
と
會
肚
と
の
利
猛
分
配
契
約
（
育
9

簿
，
9
胃
且
㎎
8
昌
β
9
）
か
ら
穫
生
す
る
と
い
う
契
約
理
論
に
基
礎
を
置
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
株
式
會
祉
を
杜
團
と
し
て
観
念
す
る
わ
が
國
の

會
肚
法
の
問
題
と
し
て
は
考
慮
の
蝕
地
な
く
、
株
主
の
新
株
引
受
権
の
法
理
の
考
察
に
際
し
て
は
、
杜
團
法
理
の
ド
イ
ッ
を
参
考
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
、
前
述
せ
る
如
く
、
そ
の
奮
商
法
で
は
株
主
の
新
株
引
受
権
に
つ
き
全
然
規
定
を
歓
い
て
い
た
が
、
そ
の
結
果

取
締
役
は
自
由
に
新
株
の
割
當
を
行
い
、
割
當
に
際
し
て
は
、
一
部
の
者
の
利
盆
の
み
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
常
熊
で
あ
つ
た
た
め
、
一
般
株
主
に

不
測
の
損
害
を
與
え
た
。
こ
の
取
締
役
の
割
當
自
由
に
俘
う
弊
害
を
除
去
し
て
、
株
主
の
保
護
を
圖
る
べ
く
一
八
九
七
年
の
新
商
法
は
、
株
主
の

新
株
引
受
椹
を
法
定
す
る
と
共
に
、
蝕
り
之
を
嚴
格
に
規
制
す
る
と
、
反
つ
て
資
本
調
達
を
阻
害
す
る
弊
害
が
生
ず
る
こ
と
を
慮
つ
て
、
檜
資
決

議
に
お
い
て
株
主
の
新
株
引
受
椹
を
排
除
し
う
る
も
の
と
し
た
。
し
か
し
排
除
の
権
限
を
増
資
決
議
に
お
け
る
株
主
総
會
に
與
え
た
こ
と
に
よ

り
、
株
主
の
新
株
引
受
椹
を
法
定
す
る
に
至
ら
し
め
た
弊
害
は
な
お
存
績
し
た
た
め
、
株
主
の
新
株
引
受
権
の
排
除
を
嚴
格
化
し
よ
う
と
い
う
傾

向
が
彊
く
な
り
、
日
九
三
七
年
の
株
式
法
で
は
こ
の
排
除
の
決
議
に
は
四
分
の
三
以
上
の
資
本
多
数
決
を
要
す
る
も
の
と
し
、
現
在
に
至
つ
て
い

る
。
以
上
の
考
察
よ
り
、
e
ド
イ
ッ
に
お
い
て
、
株
主
の
新
株
引
受
椹
に
關
す
る
立
法
に
際
し
て
は
、
株
主
が
そ
の
株
主
た
る
性
質
上
當
然
に
新

株
引
受
権
を
も
つ
か
否
か
と
い
う
観
瓢
か
ら
で
は
な
く
、
株
主
の
利
盆
の
保
護
と
禽
肚
の
資
本
調
達
の
圓
滑
化
の
要
請
と
い
う
二
つ
の
利
盆
の
比

較
考
量
の
観
黙
か
ら
、
そ
の
立
法
の
内
容
が
定
め
ら
れ
た
と
い
う
事
（
こ
の
事
は
＋
九
世
紀
の
後
牛
か
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
も
異
な
る
所
は
な
い
）
。

伺
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
株
主
の
新
株
引
受
椹
を
法
定
し
た
動
機
は
、
取
締
役
に
よ
る
割
當
自
由
の
原
則
の
濫
用
よ
り
豫
め
株
主
の
利
盆
を
保
護
し



よ
う
と
し
た
黙
に
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
分
る
。

　
故
に
、
株
主
の
新
株
引
受
樺
は
豫
め
取
締
役
會
の
割
當
に
關
す
る
椹
限
を
拘
束
す
る
所
に
意
義
が
あ
り
、
取
締
役
會
が
割
當
自
由
の
原
則
に
よ

つ
て
自
由
に
行
動
す
る
限
り
は
新
株
引
受
僅
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
以
上
の
比
較
法
的
考
察
か
ら
、
日
本
の
現
行
法
の
如
き
取
締
役
會
の
決
議
に
よ
つ
て
付
與
さ
れ
る
新
株
引
受
樺
は
、
所
謂
新
株
引
受
権
（
ド
イ
ッ

の
田
①
目
暢
冨
魯
甘
ア
メ
リ
カ
の
国
①
、
Φ
日
窟
オ
Φ
巨
騎
辟
の
如
ぎ
も
の
）
と
は
異
質
な
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
（
3
6
）
　
尤
も
、
こ
の
場
合
、
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
取
締
役
會
の
決
議
と
は
、
且
、
膿
的
な
新
株
獲
行
に
際
し
そ
の
割
當
を
定
め
る
た
め
の
決
議
を
指
す
の
で
は
な
く
、
例

　
え
ば
、
會
肚
設
立
早
々
の
取
締
役
會
が
、
ま
だ
い
っ
登
行
す
る
と
も
見
通
し
の
つ
い
て
い
な
い
會
杜
の
登
行
す
ぺ
き
新
株
締
歌
に
つ
い
て
、
豫
め
、
・
て
の
割
富
基

　
準
を
一
般
的
に
定
め
て
お
く
た
め
の
決
詳
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
決
議
が
將
來
の
取
締
役
會
の
割
當
自
由
を
拘
束
す
る
限
り
、
観
念
的
に
は
必
ず
し
も
新

　
株
引
受
椹
の
成
立
を
認
め
え
な
い
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
場
合
、
新
株
引
受
灌
の
成
立
を
認
め
る
た
め
に
は
、
少
く
と
も
後
の
取
締
役
會
が
、
前
の
取
締
役

　
會
の
決
議
を
撤
同
又
は
攣
更
し
得
な
い
こ
と
に
な
つ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
た
め
に
は
定
款
を
以
て
そ
の
趣
旨
の
定
め
を
特
別
に
設
け
て

　
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
同
論
、
津
田
利
治
「
新
株
引
受
椹
の
正
艦
」
私
法
五
號
一
二
－
一
三
頁
、
高
鳥
正
夫
「
新
株
引
受
灌
に
關
す
る
若

　
干
の
問
題
」
本
誌
二
五
巻
四
號
三
一
－
三
二
頁
）
。

　
前
述
せ
る
如
く
、
株
主
の
新
株
引
受
灌
を
法
定
せ
る
諸
外
國
と
異
な
り
、
我
が
國
の
現
行
法
は
、
株
主
の
新
株
引
受
権
を
原
則
と
し
て
認
め
な

い
立
場
を
探
つ
て
い
る
が
、
何
故
か
く
の
如
き
立
場
を
探
用
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
の
考
察
に
は
、
我
が
國
の
株
主
の
新
株
引
受
椹

に
關
す
る
法
規
制
の
歴
史
を
顧
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
㈲
　
我
が
國
に
お
け
る
法
規
制
の
沿
革

　
昭
和
十
三
年
前
に
お
い
て
は
、
商
法
上
新
株
引
受
椹
に
關
す
る
規
定
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
許
）

引
受
椹
が
與
え
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
薪
究

慣
例
と
し
て
株
主
総
會
の
檜
資
決
議
に
よ
つ
て
奮
株
主
に
新
株

三
九

（
一
　
山
ハ
一
二
）



　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
穫
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
　
（
ニ
ハ
四
）

　
帥
ち
、
定
款
で
規
定
す
る
か
叉
は
新
株
獲
行
に
先
だ
ち
、
増
資
に
關
す
る
株
主
総
會
が
開
か
れ
、
從
つ
て
株
主
に
新
株
引
受
椹
を
認
め
る
か
否

か
も
、
そ
の
総
會
で
決
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
昭
和
十
三
年
の
改
正
法
は
こ
の
慣
例
を
、
定
款
又
は
檜
資
決
議
に
お
い
て
「
新
株
ノ
引
受

権
ヲ
與
フ
ベ
キ
者
及
其
ノ
権
利
ノ
内
容
」
を
定
め
う
る
と
い
う
規
定
（
同
法
三
四
八
條
四
號
）
で
明
文
化
し
た
。
こ
の
規
定
を
巡
つ
て
學
読
上
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
　
　
　
　
　
（
3
9
）

上
株
主
に
新
株
引
受
穫
が
有
る
の
か
無
い
の
か
孚
わ
れ
、
理
論
的
に
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
學
者
（
松
田
二
郎
博
士
、
八
木
弘
教
授
）
は
あ
つ
た
が
、

通
読
は
否
定
的
で
あ
つ
た
。

　
前
述
せ
る
如
く
、
昭
和
二
十
五
年
以
前
に
は
、
株
主
の
新
株
引
受
椹
は
定
款
に
よ
り
叉
は
檜
資
決
議
で
付
與
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
お
り
、
新

株
襲
行
の
穫
限
は
増
資
に
關
す
る
株
主
絡
會
に
あ
つ
た
か
ら
株
主
の
利
盆
保
護
の
見
地
か
ら
格
別
間
題
は
生
じ
な
か
つ
た
が
、
昭
和
二
十
五
年
の

商
法
改
正
に
よ
る
授
権
資
本
制
度
の
下
で
は
、
新
株
獲
行
の
穫
限
は
取
締
役
會
に
麟
属
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
、
株
主
の
新
株
引
受
樺
に
關
す

る
法
の
特
別
の
考
慮
が
必
要
と
な
つ
た
。
帥
ち
授
椹
資
本
制
度
の
機
能
を
穫
揮
さ
せ
る
た
め
に
は
な
る
べ
く
株
主
の
新
株
引
受
権
に
關
す
る
嚴
格

な
規
制
を
避
け
る
べ
き
で
あ
る
一
方
、
取
締
役
會
の
決
議
の
み
で
新
株
の
穫
行
を
な
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
取
締
役
の
権
限
の
濫
用
よ
り
株
主

を
保
護
せ
ん
と
す
る
要
請
も
以
前
よ
り
一
段
と
強
化
さ
れ
、
株
主
に
新
株
引
受
椹
を
認
め
る
必
要
も
一
段
と
大
き
い
の
で
あ
る
。

　
昭
和
二
十
五
年
の
改
正
法
は
、
こ
の
資
本
調
達
の
機
動
性
と
取
締
役
の
樺
限
の
濫
用
に
封
す
る
株
主
の
保
護
と
い
う
封
立
す
る
要
請
の
妥
協
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

と
し
て
、
株
主
に
新
株
引
受
穫
を
認
め
る
か
否
か
を
會
杜
の
自
治
に
委
ね
た
、
即
ち
、
株
主
の
新
株
引
受
権
の
有
無
又
は
制
限
に
關
す
る
事
項
を

定
款
の
絶
封
的
記
載
事
項
と
し
、
法
律
自
ら
は
株
主
に
新
株
引
受
穫
が
あ
る
と
も
な
い
と
も
定
め
て
お
か
な
い
こ
と
に
し
た
（
同
法
一
六
六
條
一
項

五
號
、
三
四
七
條
二
項
）
。

　
か
く
の
如
く
株
主
の
新
株
引
受
椹
に
關
す
る
定
め
を
定
款
の
絶
封
的
記
載
事
項
と
し
た
の
で
、
こ
の
定
め
が
無
効
で
あ
る
と
、
會
杜
の
設
立
、

襲
行
豫
定
株
式
総
藪
の
檜
加
ひ
い
て
は
そ
れ
に
基
く
新
株
襲
行
な
ど
も
す
べ
て
無
効
と
な
る
の
を
冤
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
し
か
る
に
、
そ

の
「
株
主
に
封
す
る
新
株
引
受
椹
の
有
無
ま
た
は
制
限
」
と
い
う
法
の
規
定
の
意
味
が
不
明
瞭
で
あ
る
た
め
、
ど
の
様
な
定
款
の
定
め
が
有
効
で



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

あ
る
か
無
効
で
あ
る
か
に
つ
い
て
多
数
の
學
論
が
封
立
し
、
ま
た
こ
れ
に
關
す
る
訴
訟
が
頻
襲
し
た
が
、
途
に
は
實
際
界
で
廣
く
行
わ
れ
て
い
た

「
株
主
は
未
登
行
株
式
に
つ
い
て
新
株
引
受
権
を
有
す
る
。
但
し
取
締
役
會
の
決
議
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
公
募
し
、
ま
た
は
役
員
、
從
業
員
、
奮

役
員
及
び
奮
從
業
員
に
新
株
引
受
樺
を
與
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
定
款
の
規
定
が
無
効
で
あ
る
と
す
る
東
京
地
方
裁
到
所
の
到
例
（
東
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

剣
、
昭
、
三
〇
、
二
、
二
八
、
下
級
民
集
六
餐
扇
三
六
一
頁
）
が
あ
ら
わ
れ
、
實
際
界
に
大
混
飢
を
惹
起
し
た
。
ま
た
定
款
に
定
め
ら
れ
た
株
主
の
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ
43
）

株
引
受
椹
を
定
款
攣
更
の
決
議
で
奪
い
得
る
か
否
か
の
問
題
、
帥
ち
「
固
有
椹
論
」
を
巡
る
論
璽
が
激
し
か
つ
た
の
も
此
頃
で
あ
る
。

（
37
）
　
い
つ
頃
か
ら
こ
う
し
た
慣
例
が
生
ま
れ
た
か
は
分
ら
な
い
が
、
明
治
二
十
六
年
九
月
七
目
の
東
京
株
式
取
引
所
の
臨
時
株
主
総
會
が
、
當
時
の
賓
本
金
二
十

　
萬
圓
に
十
萬
圓
を
均
日
資
し
て
三
十
萬
圓
と
し
た
際
に
、
檜
加
賓
本
金
十
萬
圓
を
そ
の
年
の
九
月
三
十
目
現
在
の
株
主
に
全
部
割
當
て
、
し
か
も
そ
の
梯
込
に
は
、

　
十
月
一
日
現
在
の
剰
飴
金
十
萬
三
千
四
百
七
＋
六
圓
八
十
二
鏡
五
厘
か
ら
振
替
え
て
充
當
し
た
と
い
う
の
が
初
期
の
例
と
し
て
畢
げ
ら
れ
る
（
東
京
株
式
取
引
所

　
五
十
年
史
、
三
二
頁
以
下
）
。
東
京
株
式
取
引
所
の
第
二
同
檜
賓
は
明
治
二
十
九
年
二
月
二
十
三
日
の
臨
時
株
主
総
會
で
決
議
さ
れ
て
い
る
が
、
　
こ
の
時
は
倍
額

　
檜
資
で
あ
つ
て
、
そ
の
年
の
六
月
三
十
目
現
在
の
株
主
に
封
し
て
、
奮
株
一
株
に
封
し
新
株
一
株
の
割
合
で
全
株
を
割
當
て
、
株
主
以
外
の
第
三
者
に
封
し
て
は

　
一
株
の
割
當
も
行
つ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
三
十
年
五
月
十
日
の
臨
時
株
主
総
會
が
第
三
同
の
賓
本
層
加
を
決
議
し
た
時
か
ら
、
株
主
以
外
の
第
三
者
に

　
封
し
て
も
、
新
株
引
受
椹
が
與
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
事
が
注
目
さ
れ
る
。
東
株
は
こ
の
時
に
資
本
金
を
六
十
萬
圓
か
ら
百
二
十
五
萬
圓
に
檜
加
し
た
の
て
あ

　
る
が
、
一
株
五
十
圓
の
額
面
株
を
一
萬
三
千
株
蛮
行
し
、
そ
の
中
千
株
す
な
わ
ち
新
株
の
O
・
〇
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
仲
買
人
に
割
當
て
た
ほ
か
は
、
全
部
奮
株

　
主
に
割
當
て
て
い
る
（
大
野
實
雄
「
新
株
引
受
穫
の
基
礎
」
早
稻
田
法
學
二
六
巻
一
冊
五
六
頁
）
。

　
の（

3
8
）
　
松
田
二
郎
「
株
式
會
肚
の
基
礎
理
論
」
（
岩
波
書
店
）
五
〇
八
頁
「
資
本
檜
加
に
よ
り
奮
株
主
の
純
猛
及
残
與
財
産
分
配
請
求
椹
か
侵
害
せ
ら
れ
、
其
株
式
の

　
償
格
が
下
落
す
る
限
り
、
奮
株
主
に
新
株
引
受
の
特
椹
を
與
ふ
る
を
以
て
、
衡
耶
の
原
則
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
ざ
る
を
得
搬
の
で
あ
る
。
理
論
上
よ
り
考
察

　
す
る
時
は
、
恰
も
利
盆
配
當
請
求
椹
が
企
業
の
維
持
途
行
の
爲
必
要
な
る
場
合
に
限
り
、
制
限
せ
ら
る
」
と
等
し
く
、
新
株
引
受
椹
も
亦
斯
る
必
要
あ
る
場
合
に

　
限
り
、
剥
奪
又
は
制
限
せ
ら
る
べ
ぎ
で
あ
ら
う
。
但
し
、
立
法
論
と
し
て
考
ふ
る
時
は
企
業
の
維
持
、
途
行
の
爲
必
要
な
る
や
否
や
の
判
定
に
付
困
難
な
る
問
題

　
を
生
ず
る
に
鑑
み
、
少
く
と
も
猫
法
に
倣
ひ
て
奮
株
主
に
法
定
の
新
株
引
受
椹
を
附
與
し
、
之
が
剥
奪
又
は
制
限
は
必
ず
や
特
別
決
議
に
よ
る
べ
き
も
の
と
す
る

　
こ
と
が
必
要
な
り
と
思
惟
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
」

（
語
）
　
八
木
弘
教
授
は
「
株
主
の
新
株
引
受
椹
」
國
民
経
濟
維
誌
七
二
巻
三
號
七
〇
、
七
一
頁
に
「
株
主
の
新
株
引
受
椹
を
法
定
せ
る
諸
國
に
於
け
る
最
も
重
要
な

　
る
課
題
が
そ
の
排
除
の
方
法
如
何
に
あ
る
こ
と
は
、
各
國
法
の
規
定
の
沼
革
及
び
そ
の
内
容
に
徴
し
て
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
實
で
あ
ろ
、
少
く
と
も
大
陸
の
諸
國

　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
砺
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
（
一
六
五
）



株
主
の
新
株
引
受
椹
の
研
究

四
二

（
一
六
六
）

　
が
株
主
の
新
株
引
受
椹
を
法
定
せ
る
動
機
が
、
大
株
主
乃
至
理
事
者
に
よ
る
募
集
及
び
割
當
自
由
の
原
則
の
濫
用
に
あ
つ
た
こ
と
は
、
敢
て
疑
な
い
が
果
し
て
こ

　
れ
が
株
主
の
新
株
引
受
樫
の
眞
の
根
嫁
だ
ら
う
か
。
株
主
の
新
株
引
受
椹
は
果
し
て
か
か
る
政
策
的
な
根
櫨
を
そ
の
眞
實
の
存
在
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
ら
う

　
か
。
株
主
の
新
株
引
受
椹
が
一
度
び
濁
逸
に
於
て
法
定
せ
ら
る
x
や
、
各
國
法
が
績
々
こ
れ
に
倣
つ
た
の
は
、
唯
だ
各
國
共
に
濁
逸
と
同
様
の
弊
害
に
苦
し
ん
だ

　
と
い
う
事
實
だ
け
に
よ
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
抑
々
募
集
及
び
割
當
の
自
由
を
肯
定
せ
る
こ
と
が
か
か
る
弊
害
を
生
む
必
然
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ら

　
う
か
。
帥
ち
、
こ
れ
が
否
定
さ
れ
、
こ
れ
に
代
へ
株
主
に
新
株
引
受
椹
が
肯
定
さ
る
べ
ぎ
必
然
的
理
由
が
あ
つ
た
か
ら
で
は
な
か
ら
う
か
。
株
主
の
新
株
引
受
灌

　
を
法
定
せ
る
諸
國
に
於
て
、
法
定
そ
の
こ
と
は
全
然
疑
問
と
せ
ら
れ
ず
、
唯
だ
そ
の
排
除
の
み
が
論
議
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
前
者
が
必
然
的
本
質
的
理
由
を
備

　
へ
て
ゐ
る
か
ら
て
は
な
か
ら
う
か
』
と
論
じ
て
、
新
株
引
受
椹
の
法
的
根
擦
を
探
究
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

（
滋0
）
　
こ
の
新
株
引
受
樫
の
制
度
の
歓
鮎
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
、
八
木
弘
「
改
正
商
法
に
お
け
る
新
株
引
受
椹
の
特
異
性
」
松
本
記
念
論
丈
集
三
九
七
頁

　
以
下
が
あ
る
。

（
4
1
）
　
昭
和
二
＋
五
年
法
の
下
に
お
け
る
株
主
の
新
株
引
受
椹
に
關
す
る
定
款
の
規
定
の
有
効
・
無
効
に
つ
い
て
の
法
務
省
の
見
解
、
及
び
學
説
の
封
立
に
つ
い
て

　
は
、
石
井
照
久
編
「
註
解
株
式
會
祉
法
」
第
一
巻
設
立
（
勤
草
書
房
）
一
八
五
頁
以
下
参
照

（
42
）
　
富
山
康
吉
「
新
株
引
受
穫
」
株
式
會
杜
法
講
座
四
巻
（
有
斐
閣
）
　
二
一
三
七
頁
参
照

　
　
な
お
こ
の
東
京
地
裁
の
剣
決
に
封
し
て
、
大
隅
健
一
郎
教
授
が
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
一
號
一
〇
頁
以
下
に
「
新
株
引
受
椹
に
つ
い
て
の
定
款
の
記
載
に
關
す
る
判
決
」

　
と
題
し
て
批
判
を
さ
れ
て
い
る
。

（
4
3
）
　
昭
和
二
＋
五
年
改
正
法
で
は
、
定
款
に
よ
り
株
主
に
與
え
ら
れ
た
新
株
引
受
穫
は
株
主
の
固
有
椹
で
あ
つ
て
、
定
款
憂
更
又
は
株
主
総
會
の
決
議
を
も
つ
て

　
こ
れ
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
る
（
鈴
木
竹
雄
・
石
井
照
久
「
改
正
株
式
會
肚
法
解
説
」
〔
日
本
評
論
吐
〕
二
九
頁
）
の
が
通
説
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は

　
從
來
の
商
法
上
、
新
株
引
受
椹
に
關
す
る
事
項
が
原
始
定
款
の
絶
封
的
記
載
事
項
と
さ
れ
た
の
は
豫
め
株
主
灌
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
せ
よ
う
と
す
る
趣
旨
で
あ

　
り
、
株
主
は
そ
れ
に
信
頼
し
て
株
式
を
取
得
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
後
に
こ
れ
を
株
主
の
意
思
に
反
し
て
奪
つ
た
り
攣
更
し
た
り
す
る
こ
と
は
既
得
椹
の
侵
害
と

　
な
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
へ
大
隅
健
一
郎
・
大
森
忠
夫
「
逐
條
改
正
會
肚
法
解
説
」
四
九
頁
以
下
）
。

　
　
こ
れ
に
封
し
津
田
利
治
教
授
（
前
掲
雑
誌
論
丈
ニ
ニ
ー
二
三
頁
）
並
び
に
高
鳥
正
夫
教
授
（
前
掲
雑
誌
論
文
三
七
－
三
八
頁
）
の
反
封
説
が
あ
る
。
津
田
利
治

　
教
授
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
「
之
を
優
先
株
の
優
先
椹
と
比
較
し
て
見
る
と
、
株
主
の
地
位
は
略
々
同
等
で
あ
つ
て
、
優
先
株
の
場
合
に
も
株
主
は
優
先
椹
に
關

　
す
る
定
款
の
定
を
信
頼
し
て
之
を
取
得
し
て
い
る
の
て
あ
つ
て
、
謂
わ
ば
既
得
穰
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の
場
合
に
は
學
説
は

　
一
般
に
之
を
固
有
椹
と
は
見
な
い
で
、
定
款
婦
．
更
に
よ
つ
て
そ
の
優
先
椹
を
奪
い
又
は
減
縮
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
新
株
引
受
椹
に
つ
い
て
も

　
之
と
異
な
つ
た
取
扱
を
す
る
理
由
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
高
鳥
正
夫
教
授
も
同
様
に
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
婁
し
八
木
弘
教
授
の



　
説
は
極
め
て
特
異
的
な
存
在
で
あ
る
。
即
ち
八
木
教
授
は
わ
が
商
法
は
自
然
法
的
な
新
株
引
受
穫
を
承
認
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
原
始
定
款
で
決
め
ら
れ
た
新

　
株
引
受
穫
の
定
め
は
そ
の
封
象
と
な
る
株
式
の
範
圏
か
最
初
に
豫
定
さ
れ
た
末
登
行
授
樺
株
式
撒
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
（
奮
商
法
一
六
六
條
一
項
五
號
）
、
定

　
款
憂
更
に
よ
つ
て
授
椹
の
枠
を
坦
日
大
す
る
と
き
は
、
新
た
に
そ
の
範
園
の
株
主
に
封
す
る
新
株
引
受
椹
の
定
め
を
な
す
べ
き
こ
と
を
豫
定
し
改
訂
の
機
會
を
こ
こ

　
で
與
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
そ
こ
に
至
ら
な
い
う
ち
に
定
款
を
株
主
に
不
利
に
艇
更
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
読
明
さ
れ
て
い
る
（
八
木
弘
「
改
正
商
法
に

　
於
け
る
新
株
引
受
樺
の
特
異
性
」
松
本
記
念
論
丈
集
四
一
二
頁
参
照
）
。

　
昭
和
三
十
年
の
改
正
法
（
現
行
法
）
は
、
前
述
せ
る
實
際
界
の
大
混
観
を
除
去
す
る
た
め
に
、
新
株
引
受
樺
に
關
す
る
事
項
を
定
款
の
絶
封
的

記
載
事
項
か
ら
は
ず
し
、
取
締
役
會
の
決
議
に
お
い
て
株
主
に
封
し
新
株
引
受
権
を
與
え
う
る
も
の
と
し
た
（
商
法
二
八
∩
、
條
ノ
ニ
、
一
項
五
號
）
。

も
つ
と
も
新
株
引
受
権
を
定
款
に
よ
り
叉
は
定
款
を
以
て
株
主
総
會
が
之
を
決
す
る
旨
を
定
め
た
場
合
は
株
主
絡
會
に
よ
つ
て
付
與
し
て
も
差
支

え
な
い
と
し
て
い
る
。
從
つ
て
現
行
法
に
お
い
て
は
、
新
株
引
受
権
の
付
與
は
、
定
款
に
よ
る
場
合
と
取
締
役
禽
の
決
議
に
よ
る
場
合
の
二
方
法

が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
付
與
さ
れ
る
新
株
引
受
権
の
性
質
は
、
前
者
に
よ
る
場
合
と
後
者
に
よ
る
場
合
と
で
は
異
な
る
も
の
と
解
す
る
。

帥
ち
現
行
法
は
性
質
の
異
な
つ
た
二
つ
の
新
株
引
受
僅
（
定
款
に
よ
つ
て
付
與
さ
れ
た
場
合
は
、
切
①
鋸
鴨
お
魯
“
育
Φ
，
Φ
日
宮
守
①
吋
耐
鐸
の
如
ぎ
灌
利
、

取
締
役
會
の
決
議
に
よ
つ
て
け
與
さ
れ
た
場
合
は
こ
れ
と
は
異
質
の
も
の
ー
ー
な
お
こ
れ
ら
二
つ
の
椹
利
の
相
違
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
）
を
】
つ
の
條
文
で
規

定
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
は
株
主
に
法
律
上
當
然
に
は
新
株
引
受
樺
が
な
い
と
い
う
建
前
を
探
つ
て
い
る
も
の
と
見
る

べ
き
で
あ
り
、
立
法
上
批
到
の
多
い
所
で
あ
る
が
、
比
較
法
上
、
株
主
の
新
株
引
受
椹
を
法
定
せ
る
諸
外
國
の
法
制
に
較
べ
て
極
め
て
特
異
的
な

存
在
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
考
察
よ
り
、
我
國
に
お
い
て
は
、
e
昭
和
二
十
五
年
以
前
は
、
從
來
慣
例
上
認
め
ら
れ
て
い
た
株
主
の
新
株
引
受
樺
を
明
文
化
し
た
に

す
ぎ
な
い
昭
和
十
三
年
の
改
正
法
の
下
、
新
株
引
受
権
は
定
款
に
よ
り
或
は
総
會
の
檜
資
決
議
で
付
與
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
株
主
の
利
盆
の
保
護

の
要
請
上
格
別
問
題
を
生
じ
な
か
つ
た
こ
と
。
目
授
椹
資
本
制
度
の
探
用
に
よ
り
、
昭
和
二
十
五
年
以
後
は
、
資
本
調
達
の
機
動
性
の
要
請
と
株

主
の
利
盆
保
護
の
要
請
と
の
調
和
－
所
謂
胃
欝
註
の
3
な
観
黙
か
ら
、
法
は
株
主
の
新
株
引
受
樺
の
有
無
に
つ
き
鰯
れ
ず
に
之
を
會
杜
の
自
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一
六
八
）

治
に
委
せ
た
結
果
、
前
述
の
如
き
定
款
の
記
載
を
巡
つ
て
大
混
飢
が
生
じ
そ
の
混
鼠
を
除
去
す
る
た
め
、
昭
和
三
十
年
の
改
正
に
よ
つ
て
新
株
引

受
穫
を
定
款
の
絶
封
的
記
載
事
項
か
ら
取
り
除
き
、
法
律
上
當
然
に
は
株
主
の
新
株
引
受
椹
を
認
め
な
い
立
場
を
探
る
に
至
つ
た
こ
と
が
窺
い
得

る
。
帥
ち
、
こ
の
立
法
過
程
を
見
る
に
、
現
行
法
が
新
株
引
受
権
法
定
主
義
を
採
ら
な
か
つ
た
實
質
的
根
撒
は
十
分
で
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

（
4
4
）い

。
要
す
る
に
授
権
資
本
制
度
の
下
で
は
、
取
締
役
會
の
決
議
だ
け
で
新
株
の
襲
行
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
礎
限
の
濫
用
の
危
険
も

從
來
（
昭
和
二
＋
五
年
改
正
前
）
よ
り
檜
大
し
て
お
り
、
こ
れ
に
封
す
る
株
主
の
利
盆
保
護
の
要
請
も
一
段
と
大
き
く
な
つ
た
と
解
す
べ
く
、
こ
の
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

な
事
態
で
、
資
本
調
達
の
機
動
性
を
蝕
り
重
覗
し
て
株
主
の
利
盆
保
護
を
顧
み
な
い
現
行
法
は
妥
當
な
立
法
と
は
い
え
な
い
と
考
え
る
。

　
新
株
引
受
権
に
關
す
る
間
題
は
、
立
法
上
、
資
本
調
達
の
機
動
性
の
要
講
と
株
主
の
利
盆
保
護
の
要
請
を
い
か
に
調
和
す
る
か
が
、
そ
の
核
心

を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
諸
外
國
の
法
制
に
つ
い
て
見
て
來
た
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
ド
イ
ッ
に
な
ら
つ
て
、
新
株
引
受
槽
法

定
主
義
を
採
用
し
つ
つ
、
株
主
総
會
の
特
別
決
議
で
之
を
排
除
し
う
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
が
如
き
立
法
が
愛
當
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
諸
外
國
に
お
い
て
、
株
主
の
新
株
引
受
穫
を
法
定
せ
る
理
由
は
、
前
述
せ
る
如
く
、
b
田
5
㎡
9
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
ら
ば
株

主
の
新
株
引
受
椹
は
観
念
上
そ
の
法
的
基
礎
が
み
と
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
封
し
て
、
次
に
「
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
法

的
基
礎
」
と
題
し
て
考
察
を
試
み
る
。

　（

44

）
　
昭
和
三
十
年
改
正
法
に
つ
い
て
の
参
考
丈
献
と
し
て
は
、
高
鳥
正
夫
「
新
株
引
受
椹
と
有
利
登
行
」
慶
大
創
立
百
年
記
念
論
丈
集
、
鈴
木
竹
雄
等
「
商
法
改

　
正
案
の
間
題
鮎
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
四
號
、
鈴
木
竹
雄
「
改
正
法
上
の
新
株
引
受
椹
」
法
學
協
會
雑
誌
七
二
巻
六
號
、
吉
田
昂
「
商
法
改
正
法
律
案
の
解
論
」
財
政

　
経
濟
弘
報
五
〇
五
號
、
吉
田
昂
・
水
田
耕
一
「
商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
逐
條
解
説
」
金
融
法
務
事
情
六
九
號
、
吉
田
昂
「
商
法
一
部
改
正
法
逐
條
解

　
読
」
法
律
時
報
二
七
巻
一
〇
號
、
上
田
明
信
「
商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
解
説
」
法
曹
時
報
七
巻
七
號
、
山
一
調
査
部
「
商
法
改
正
法
逐
條
解
読
」
謹
券

　
月
報
八
二
號
、
田
中
誠
二
「
商
法
の
新
改
正
の
問
題
黙
」
企
業
會
計
昭
和
三
十
年
八
月
號
等
が
あ
る
。
な
お
こ
れ
ら
丈
献
の
例
示
は
高
鳥
正
夫
教
授
の
御
勢
作
を

　
除
き
田
中
誠
二
「
會
肚
法
」
現
代
法
學
全
書
（
青
林
書
院
）
三
一
一
三
頁
（
註
二
）
に
よ
る
。



（
4
5
）
　
こ
の
黙
、
富
山
康
吉
教
授
は
「
株
主
の
保
護
と
い
う
鮎
か
ら
い
え
ば
右
の
立
法
は
批
到
の
多
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
授
椹
資
本
制
度
を
と
る
以
上
そ
の
機

　能を

議
揮
せ
し
め
る
こ
と
が
當
然
の
要
請
で
あ
る
か
ら
、
あ
な
が
ち
こ
れ
を
不
當
な
立
法
と
も
い
い
う
る
も
の
て
は
な
く
…
…
」
（
「
新
株
引
受
椹
」
株
式
會
杜
法

講
座
四
巻
二
一
三
八
頁
蓼
照
）
と
解
さ
れ
て
お
9
私
の
見
解
と
異
な
つ
て
い
る
。

三
　
株
主
の
新
株
引
受
灌
の
法
的
基
礎

　
株
主
の
新
株
引
受
僅
の
法
的
基
礎
を
考
察
す
る
前
に
、
新
株
引
受
権
の
法
定
性
を
否
定
す
る
立
場
の
見
解
を
検
討
し
て
み
ょ
う
。
新
株
引
受
槽

の
法
定
性
を
否
定
す
る
理
由
は
種
々
揚
げ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
項
目
別
に
基
げ
て
い
さ
さ
か
卑
見
を
加
え
て
み
よ
う
。

　
】
　
資
本
調
達
の
便
宜
を
阻
害
す
る
と
の
見
解

　
1
　
資
本
調
達
の
機
動
性
を
害
す
る
と
の
見
解

　
こ
の
理
由
は
多
く
の
學
者
の
主
張
す
る
所
で
あ
る
。
例
え
ば
鈴
木
竹
雄
教
授
は
「
必
ら
ず
新
株
引
受
槽
を
認
め
る
と
事
の
迅
速
を
害
し
、
折
角

認
め
た
授
橿
資
本
制
の
妙
昧
が
失
わ
れ
る
」
（
「
株
式
會
杜
法
改
正
の
諸
問
題
」
四
六
頁
）
と
主
張
さ
れ
、
松
田
二
郎
博
士
は
「
授
樺
資
本
制
度
は
、
取

締
役
會
に
封
し
て
會
肚
資
金
の
需
要
と
金
融
市
場
の
情
勢
に
鷹
じ
て
新
株
を
襲
行
す
る
機
動
性
を
與
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
機

動
性
尊
重
の
た
め
に
特
に
定
款
を
以
て
株
主
に
新
株
引
受
椹
を
與
え
な
い
限
り
、
株
主
に
引
受
樺
を
與
え
な
い
こ
と
を
可
と
す
る
」
（
「
新
會
杜
法
概

論
」
二
五
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
、
富
山
康
吉
教
授
は
「
授
槽
資
本
制
度
の
採
用
は
、
企
業
に
於
け
る
資
金
調
達
の
機
動
性
を
は
か
り
、
延
い
て
は
そ

れ
に
よ
つ
て
わ
が
経
濟
再
建
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
な
る
を
考
ふ
れ
ば
、
新
株
引
受
権
に
つ
ぎ
あ
ま
り
に
も
嚴
格
且
つ
硬
直
的
な
規

制
を
な
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
授
椹
資
本
制
度
の
機
能
を
阻
害
す
る
こ
と
は
不
適
當
で
あ
る
と
い
は
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
」
（
民
商
法
雑
誌
一
西

巻
五
號
四
九
ー
五
〇
頁
）
と
解
さ
れ
て
い
る
。
新
株
引
受
裡
が
資
本
調
達
の
機
動
性
を
害
す
る
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
黙
は
、
「
現
實
に
新
株
を
穫

行
す
る
場
合
に
、
市
場
の
情
況
或
は
會
肚
の
歌
態
か
ら
し
て
、
株
主
に
割
當
て
る
よ
り
、
他
に
株
主
を
求
め
る
こ
と
が
、
必
要
乃
至
は
よ
り
適
當
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九
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（
一
七
〇
）

な
場
合
が
存
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
株
主
の
新
株
引
受
模
に
拘
束
さ
れ
、
そ
の
要
求
を
満
足
し
え
な
い
と
い
う
鮎
、
並
び
に
い
か
な
る
場
合
に
も

合
献
は
一
磨
、
株
主
に
劃
し
て
新
株
の
申
込
を
催
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
聞
に
市
場
に
攣
化
を
來
し
、
新
株
消
化
の
機
曾
を

逸
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
（
八
木
弘
「
改
正
商
法
に
お
け
る
新
株
引
受
椹
の
特
異
性
｝
松
本
記
念
論
丈
集
四
〇
六
頁
）
と
い
う
黙
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
前
の

鱗
は
、
津
田
利
治
教
授
が
私
法
五
號
七
頁
の
註
10
で
正
當
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
「
尤
も
會
杜
が
株
主
か
ら
圓
滑
な
投
資
を
期
待
で
き
な
い

よ
う
な
情
況
の
下
に
お
い
て
は
、
株
主
以
外
の
者
の
投
資
も
概
し
て
期
待
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
何
か
別
に
政
策
的
な
關
係

を
利
用
す
る
場
合
と
か
、
そ
の
他
特
殊
の
事
情
を
念
頭
に
置
か
な
い
限
り
、
資
本
調
達
の
機
動
性
が
本
質
的
に
影
響
を
受
け
る
と
見
る
の
は
思
い

過
ぎ
で
あ
る
」
と
解
す
る
し
、
叉
後
の
黙
で
あ
る
催
告
手
績
に
よ
つ
て
時
期
を
失
す
る
と
い
う
非
難
は
技
術
上
の
問
題
で
あ
り
、
か
か
る
技
術
的

問
題
で
新
株
引
受
権
の
法
定
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
當
を
得
な
い
と
考
え
る
。
か
よ
う
に
し
て
見
て
く
る
と
新
株
引
受
椹
法
定
主
義
が
資
本
調
達

　
　
　
　
　
ち
　
　
む
　
　
ヤ

の
機
動
性
を
本
質
的
に
阻
害
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
2
　
新
株
割
當
上
困
難
を
生
ず
る
と
す
る
見
解

　
帥
ち
、
會
肚
が
優
先
株
、
後
配
株
そ
の
他
の
勲
種
の
株
式
を
穫
行
し
て
い
る
場
合
に
は
、
各
種
の
株
式
間
の
新
株
割
當
比
率
を
ど
う
定
む
べ
き

か
に
微
妙
な
關
係
が
生
じ
て
來
て
、
技
術
的
に
公
李
な
新
株
割
當
が
困
難
な
場
合
を
避
け
難
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

　
わ
が
商
法
は
な
る
ほ
ど
各
種
の
株
式
の
襲
行
を
豫
定
し
て
お
り
、
数
種
の
株
式
の
稜
行
あ
る
と
き
は
計
算
技
術
的
な
困
難
が
あ
る
こ
と
は
否
定

出
來
な
い
と
し
て
も
、
計
算
が
困
難
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
奮
株
主
の
持
分
的
割
合
を
維
持
す
る
努
力
を
梯
わ
な
い
で
も
よ
い
と
い
う
事
は
い
え

　
　
　
　
　
（
1
）

な
い
と
考
え
る
。
又
昭
和
三
＋
年
の
改
正
前
に
は
、
各
株
主
に
割
當
て
ら
れ
る
新
株
の
歎
に
端
株
が
つ
く
場
合
端
株
の
虞
理
が
困
難
で
あ
る
と
い

う
理
由
も
あ
げ
ら
れ
た
が
、
昭
和
三
十
年
の
改
正
で
、
法
が
端
株
切
捨
の
原
則
を
探
用
し
た
の
で
（
商
法
二
八
O
條
ノ
四
、
一
項
但
シ
書
）
こ
の
黙
は

問
題
が
な
く
な
つ
た
。

　
二
　
株
主
は
新
株
引
受
権
の
法
定
に
關
心
が
う
す
い
と
す
る
見
解



　
こ
れ
を
指
摘
し
た
の
は
松
田
二
郎
博
士
で
あ
る
。

　
博
士
に
よ
れ
ば
「
債
権
者
的
地
位
に
あ
る
一
般
株
主
の
主
た
る
關
心
は
持
分
的
割
合
維
持
の
貼
に
存
せ
ず
し
て
、
利
盆
配
當
の
多
寡
と
株
慣
の

高
低
の
鮎
に
存
す
る
…
…
」
（
法
律
時
報
三
一
巻
三
號
一
一
三
頁
）
と
し
、
株
主
の
心
理
的
傾
向
を
捺
黙
と
し
て
新
株
引
受
椹
の
排
除
を
理
由
づ
け
よ
う

　
　
（
2
）

と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
心
理
的
理
由
か
ら
新
株
引
受
権
法
定
主
義
を
排
除
す
る
こ
と
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
よ
り
、
新
株
引
受
僅
の
法
定
性
を
否
定
す
る
見
解
は
、
い
ず
れ
の
理
由
に
よ
る
も
根
櫨
は
十
分
で
な
い
と
考
え
る
。

　（1

）
　
大
野
實
雄
「

新
株
引
受
椹
の
基
礎
「
㎜
早
稻
田
法
學
二
六
巻
一
冊
七
二
頁

　
（
2
）
　
大
野
實
雄
・
前
掲
七
－
頁

　
私
は
株
主
の
新
株
引
受
樺
の
法
定
性
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
で
は
一
艦
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
法
的
基
礁
、
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
わ
が
現

行
商
法
は
新
株
引
受
樺
が
常
然
に
は
株
主
に
な
い
と
い
う
建
前
を
探
つ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
新
株
引
受
権
は
、
株
主
の
新
株
引
受
樺
を
法
定
し
て

い
る
ド
イ
ッ
株
式
法
の
下
に
お
い
て
』
．
＜
。
臼
段
ざ
が
唱
え
て
い
る
如
き
「
自
然
法
的
椹
利
ま
た
は
株
主
資
格
に
必
然
的
な
附
随
現
象
」
（
8
“

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
ど

窯
①
呂
蒔
Φ
認
範
Φ
詳
曾
豊
色
昌
冒
瞬
畠
霞
霞
慮
箒
身
。
鼠
津
）
と
は
解
せ
ら
れ
な
い
。
帥
ち
、
新
株
引
受
権
な
き
と
こ
ろ
に
肚
團
構
成
員
な
る
株
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
4
）

と
い
う
概
念
を
観
念
し
え
な
い
と
い
う
程
、
株
主
の
新
株
引
受
椹
と
株
主
椹
と
が
必
然
的
な
論
理
的
關
蓮
を
も
つ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
ま
た
、
株
主
が
會
杜
の
構
成
員
で
あ
り
會
肚
の
實
質
的
所
有
者
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
株
主
の
新
株
引
受
穫
を
承
認
せ
ざ
る
を
え

ず
、
新
株
引
受
樺
の
原
則
的
排
除
の
傾
向
に
あ
る
最
近
の
株
式
會
肚
立
法
の
下
で
は
も
は
や
株
式
會
肚
を
杜
團
と
し
て
観
念
し
え
な
い
（
八
木
弘

一
株
式
會
阯
の
財
團
的
構
成
」
神
戸
経
濟
大
學
創
立
五
〇
周
年
記
念
論
丈
集
法
學
編
「
皿
〕
四
、
一
六
頁
）
と
い
う
読
が
あ
る
が
、
疑
問
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

祉
團
構
成
員
と
い
う
観
念
自
膣
は
新
株
引
受
椹
を
當
然
に
論
理
上
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
か
ら
で
あ
る
。
公
盆
肚
團
法
人
に
あ
つ
て

は
、
肚
員
は
総
會
を
通
じ
て
管
理
権
を
行
使
す
る
の
み
で
、
形
式
的
に
も
實
質
的
に
も
肚
團
財
産
の
所
有
者
の
地
位
に
立
た
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、
解
散
の
場
合
に
碕
蝕
財
産
が
當
然
に
は
肚
員
に
瞬
属
し
な
い
こ
と
か
ら
も
分
る
（
民
法
七
一
篠
参
照
）
。
新
肚
員
の
牧
容
や
出
資
の
増
加
は
、

　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
碑
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
　
（
一
七
一
）



　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
　
（
一
七
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

定
款
攣
更
の
問
題
を
生
ず
る
の
み
で
、
新
株
引
受
椹
に
類
推
は
出
來
な
い
。

　
し
か
ら
ば
、
株
主
の
新
株
引
受
権
の
法
的
基
礎
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
現
行
法
上
、
株
式
會
肚
は
螢
利
杜
團
法
人
で
あ
る
。
他
の
杜
團
法
人
と
株

式
會
肚
が
異
な
る
黙
は
、
そ
の
螢
利
性
に
あ
る
。
匡
き
器
目
暫
巳
一
の
云
う
如
く
「
株
式
會
杜
の
存
在
目
的
は
利
盆
を
得
て
こ
れ
を
分
配
す
る
こ
と

　
（
7
）

で
あ
る
。
」

　
株
式
會
肚
が
近
代
企
業
の
法
的
形
態
と
し
て
も
つ
意
昧
は
、
複
歎
人
に
分
散
し
て
い
る
所
有
を
統
轄
し
て
、
そ
の
法
律
關
係
を
軍
純
化
す
る
こ

と
に
あ
る
。
會
肚
事
業
は
法
律
的
に
は
法
人
た
る
會
肚
の
所
有
に
編
属
し
、
株
主
は
名
目
的
に
は
そ
の
投
下
資
本
の
所
有
権
を
喪
失
す
る
。
し
か

し
な
が
ら
経
濟
的
に
み
れ
ば
、
會
杜
事
業
は
株
主
の
所
有
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
株
主
は
會
杜
事
業
に
劃
し
て
、
そ
の
投
下
資
本
の
割
合
に
鷹
ず

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
分
け
前
を
有
す
る
。
換
言
す
れ
ば
株
主
は
會
肚
の
企
業
財
産
に
つ
き
持
分
的
利
盆
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
利
盆
は
、
投
下
資
本
の
割
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
9
）

慮
じ
て
、
衡
李
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
株
主
の
衡
卒
的
利
猛
保
護
の
要
請
に
株
主
の
新
株
引
受
権
の
法
的
基
礎
が
存
在
す
る
も
の
と
解
す

る
。
何
故
な
ら
、
株
主
の
新
株
引
受
穫
を
認
め
な
い
と
、
新
株
の
襲
行
に
よ
つ
て
、
株
主
の
衡
李
的
利
猛
が
侵
害
さ
れ
る
虞
れ
が
十
分
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
即
ち
、
新
株
が
奮
株
主
中
の
一
部
の
者
叉
は
第
三
者
に
大
量
に
割
當
て
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
、
檜
資
に
よ
る
會
肚
財
産
の
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑩
）

加
叉
は
企
業
牧
盆
の
檜
加
が
、
株
式
藪
の
増
加
に
追
随
し
得
な
い
場
合
に
は
、
一
株
當
り
の
會
肚
財
産
の
分
前
叉
は
配
當
率
の
低
減
を
菟
れ
な

い
。
か
か
る
財
産
的
分
前
の
減
少
に
よ
る
醤
株
主
の
損
失
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
奮
株
主
が
そ
の
持
株
激
に
鷹
じ
て
、
檜
資
新
株
全
部
を
引
受

け
る
こ
と
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
よ
り
株
主
は
奮
株
に
つ
い
て
失
う
分
を
、
新
株
に
よ
つ
て
完
全
に
補
填
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

　
　
（
U
）

で
あ
る
。

（
3
）

（
4
）

（
5
）

臼
。
く
。
O
一
Φ
詩
ρ
国
90
昌
①
一
胃
Φ
o
辟
ロ
呂
ω
9
購
㊤
牙
臼
Φ
o
耳
・
刈
●
臣
ロ
ゆ
。
ω
●
ω
雷

西
原
寛
一
「
株
式
合
同
肚
の
砒
團
法
人
性
」
株
式
會
吐
法
講
座
一
巻
八
O
頁
、
富
山
康
吉

富
山
康
吉
「
新
株
引
受
椹
」
株
式
會
肚
法
講
座
四
巻
一
二
三
九
頁

一
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
性
質
」
立
命
館
法
學
一
五
號
五
一
頁



（
6
）
　
西
原
寛
一
、
前
揚
八
O
頁

（
7
）
缶
窪
器
旨
き
P
O
①
の
o
房
o
富
坤
匹
暮
①
3
器
①
口
且
0
8
Φ
房
o
冨
陣
呂
o
扉
詩
一
β
自
R
餌
耳
一
窪
鴨
器
一
宏
o
鍔
陣
ω
9。
昌
出
H
o
匡
く
昌
。
。
。
O
乞
り
」
ω
ひ
。

（
8
）
　
大
隅
健
一
郎
「
い
わ
ゆ
る
株
主
の
共
盆
穫
に
つ
い
て
」
松
本
記
念
論
丈
集
一
五
一
頁
参
照

（
9
）
　
こ
の
衡
卒
的
利
盆
保
護
は
「
株
主
李
等
の
原
則
」
の
法
理
に
見
ら
れ
る
衡
耶
的
利
盆
保
護
と
は
異
な
る
。
帥
ち
後
者
は
肚
團
の
構
成
員
に
關
す
る
法
理
で
あ

　
り
、
阯
員
が
肚
團
に
封
し
同
一
の
参
與
の
關
係
に
立
て
る
以
上
一
を
他
と
異
な
つ
て
待
遇
す
る
の
は
法
の
衡
李
田
良
騎
許
①
詳
の
理
念
に
反
す
べ
く
多
数
決
を
以

　
て
し
て
も
之
を
破
り
得
な
い
の
は
、
多
籔
決
の
原
理
が
こ
の
原
則
の
承
認
を
前
提
と
し
て
其
の
上
に
立
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
印
ち
、
利
盆
共
通
の
關
係
あ
る

　
虎
必
ず
法
の
理
念
が
働
き
各
成
員
の
軍
等
な
る
待
遇
を
要
求
し
、
團
髄
最
高
の
意
思
を
決
定
す
る
杜
員
総
會
の
決
議
と
錐
も
之
れ
を
左
右
し
て
特
定
の
も
の
に
不

　
利
盆
を
蒙
ら
し
め
得
ざ
る
所
以
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
「
株
主
卒
等
の
原
則
」
を
詳
細
に
研
究
せ
る
丈
献
と
し
て
鈴
木
竹
雄
「
株
主
李
等
の
原
則
一
法
學
協
會
雑

　
誌
四
八
巻
上
三
四
八
頁
以
下
が
あ
る
。

　
　
こ
れ
に
封
し
前
者
は
、
株
主
が
そ
の
投
下
資
本
の
割
合
に
慮
じ
て
有
す
る
持
分
的
利
盆
の
保
護
を
指
稔
す
る
。
お
よ
そ
近
代
費
本
主
義
吐
會
に
お
い
て
は
、
所

　
有
穫
の
最
も
重
要
な
作
用
は
、
そ
の
客
膣
た
る
物
を
支
配
す
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
こ
れ
を
利
用
し
牧
盆
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
印
ち
、
物
の
牧
盆
可
能
性
に

　
あ
る
（
大
隅
健
一
郎
「
株
式
會
阯
法
憂
遷
論
」
一
四
八
頁
参
照
）
。
株
式
會
杜
に
お
い
て
、
株
主
は
實
質
的
に
株
式
の
所
有
者
で
あ
る
。
所
有
者
た
る
株
主
に
生

　
ず
る
牧
盆
椹
能
が
株
式
會
肚
で
具
艦
化
し
た
の
が
株
主
の
有
す
る
利
盆
配
當
請
求
穫
及
び
残
蝕
財
産
分
配
請
求
樺
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
穫
利
の
割
合
維
持
の
た

　
め
に
新
株
引
受
椹
が
認
め
ら
れ
る
。
從
つ
て
そ
こ
に
働
く
株
主
の
利
盆
保
護
の
要
請
も
多
数
決
原
理
の
前
提
と
な
つ
て
い
る
株
主
準
等
の
原
則
に
基
く
株
主
の
利

　
盆
保
護
の
要
請
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
も
の
と
解
す
る
。

（
1
0
）
　
例
え
ば
額
面
五
〇
〇
圓
の
登
行
濟
株
式
総
敷
一
萬
株
、
資
本
金
五
〇
〇
萬
圓
の
橡
式
會
杜
が
純
財
産
額
六
〇
〇
萬
圓
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
株
五
〇
〇
圓

　
の
株
式
に
封
す
る
會
阯
財
産
の
分
前
（
残
蝕
財
産
の
分
配
額
）
は
六
〇
〇
圓
と
な
る
計
算
で
あ
る
が
、
も
し
こ
の
會
杜
が
更
に
一
株
五
〇
〇
圓
で
一
萬
株
の
新
株

　
を
登
行
す
る
と
、
爽
行
濟
株
式
の
絡
数
は
二
萬
株
、
資
本
金
は
一
〇
〇
〇
萬
圓
に
檜
加
す
る
が
、
會
肚
の
純
財
産
額
は
手
持
の
六
〇
〇
萬
圓
に
新
株
の
梯
込
金
五

　
〇
〇
萬
圓
（
爽
行
費
用
は
假
に
度
外
覗
し
て
）
を
加
え
た
一
一
〇
〇
萬
圓
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
一
株
當
り
の
分
前
は
五
五
〇
圓
と
な
り
奮
株
主
は
一
株
に

　
つ
き
五
〇
圓
宛
の
値
下
り
損
失
を
被
る
こ
と
に
な
る
。
田
同
a
目
9
ロ
ダ
渉
図
●
㈱
器
b
o
国
O
園
卜
冒
日
■
一
■
ト
～
O
δ
鱒
ρ
缶
國
●
ト
》
q
ヰ
ω
●
忘
9
津
田
利

　
治
・
前
掲
五
頁
註
（
2
）
、
大
野
實
雄
・
前
掲
六
〇
頁
以
下

（
11
）
　
こ
の
他
、
株
憤
低
落
の
危
瞼
や
総
會
に
お
け
る
議
決
権
の
分
布
欣
態
に
憂
動
を
生
じ
た
り
、
少
数
株
主
椹
の
行
使
が
出
來
な
く
な
る
虞
れ
あ
る
こ
と
を
理
由

　
と
す
る
學
説
も
あ
る
が
、
株
慣
低
落
の
危
瞼
は
景
氣
攣
動
の
場
合
の
常
態
で
あ
り
、
議
決
椹
並
び
に
少
敷
株
主
椹
に
關
す
る
問
題
は
こ
れ
ら
二
つ
の
椹
利
が
所
謂

　
肚
員
が
肚
團
の
組
織
に
基
き
肚
團
事
務
の
管
理
に
参
與
し
、
肚
團
の
利
盆
を
擁
護
す
る
た
め
に
與
え
ら
れ
た
穫
利
、
帥
ち
共
盆
穫
で
あ
る
の
で
、
肚
團
法
理
に
服

株
主
の
新
株
引
受
椹
の
研
究

四
九

（
一
七
三
）



　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
　
（
一
七
四
）

　
す
る
事
に
な
り
、
自
盆
椹
の
割
合
維
持
の
た
め
に
認
め
ら
れ
る
新
株
引
受
椹
の
読
明
に
は
直
接
關
係
が
な
い
も
の
と
解
す
る
。
こ
の
鮎
大
野
教
授
は
「
議
決
椹
と

　
い
う
も
の
は
株
式
の
引
受
に
よ
る
株
主
た
る
賓
格
の
取
得
を
前
提
と
し
て
初
め
て
登
生
す
る
附
魔
的
な
穫
利
で
あ
る
か
ら
、
結
局
利
潤
参
加
の
問
題
が
新
株
引
受

　
灌
を
法
定
す
べ
き
や
否
や
に
關
す
る
基
本
的
な
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
」
（
前
揚
六
三
頁
）
と
し
て
別
な
論
鮎
よ
り
私
と
同
じ
結
論
を
採
ら
れ
て
い
る
。

　
か
く
の
如
く
株
主
の
新
株
引
受
権
は
株
主
の
衡
李
的
利
盆
保
護
の
要
請
に
そ
の
法
的
基
礎
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
株
主
の
新
株
引
受
権
は
、

豫
め
割
當
の
権
限
あ
る
會
肚
機
關
を
拘
束
し
て
株
主
に
不
測
の
損
害
を
與
え
な
い
様
に
し
て
お
く
所
に
意
味
が
あ
る
。
現
行
法
で
は
、
割
當
の
椹

限
あ
る
會
肚
機
關
は
取
締
役
會
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
株
主
の
新
株
引
受
穫
は
取
締
役
會
の
割
當
に
關
す
る
権
限
を
拘
束
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
取
締
役
會
の
割
當
自
由
の
拘
束
と
い
う
黙
に
株
主
の
新
株
引
受
樺
の
本
質
が
存
在
す
る
も
の
と
解
す
る
。
從
つ
て
、
現

行
法
で
い
う
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
う
ち
、
定
款
に
よ
つ
て
付
與
さ
れ
た
新
株
引
受
権
は
ほ
ん
ら
い
の
意
味
で
の
株
主
の
新
株
引
受
槽
と
云
い
得

る
が
、
新
株
割
當
の
椹
限
を
有
す
る
取
締
役
會
に
よ
つ
て
付
與
さ
れ
た
新
株
引
受
権
は
株
主
の
新
株
引
受
椹
と
し
て
の
實
質
を
備
え
な
い
も
の
と

宏
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

四
　
株
主
の
新
株
引
受
穂
の
性
質

　
前
述
せ
る
如
く
、
現
行
法
に
お
い
て
株
主
の
新
株
引
受
権
と
構
さ
れ
る
も
の
は
、
定
款
に
よ
つ
て
付
與
さ
れ
る
新
株
引
受
樺
（
以
下
定
款
に
よ
る

引
受
椹
と
稔
す
る
）
と
取
締
役
會
に
よ
つ
て
付
與
さ
れ
る
新
株
引
受
椹
（
以
下
取
締
役
會
に
ょ
る
引
受
椹
と
稔
す
る
）
と
の
二
者
に
匝
分
さ
れ
る
。
そ
し

て
爾
者
の
性
質
は
次
の
如
く
異
な
る
。

①
　
定
款
に
よ
る
新
株
引
受
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

定
款
に
よ
る
引
受
権
は
株
主
権
の
内
容
を
な
す
一
権
利
で
あ
る
。

株
主
樺
の
一
内
容
を
な
す
か
ら
株
式
と
は
な
れ
て
こ
れ
を
譲
渡
す
る
こ
と
は



出
來
な
い
。

　
定
款
に
よ
る
引
受
権
は
右
の
よ
う
に
株
主
槽
の
一
内
容
で
あ
る
か
ら
、
一
旦
定
款
に
よ
つ
て
與
え
た
新
株
引
受
椹
を
後
に
定
款
攣
更
に
よ
つ
て

奪
い
ま
た
は
制
限
し
う
る
か
否
か
、
即
ち
新
株
引
受
槽
は
株
主
権
の
固
有
権
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
昭
和
こ
十
五
年
改
正
法
の
下
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

こ
れ
を
固
有
権
と
解
す
る
の
が
多
数
読
で
あ
つ
た
が
、
昭
和
三
十
年
改
正
の
現
行
法
に
お
い
て
は
逆
に
固
有
椹
と
解
し
な
い
の
が
多
数
読
で
あ
る
。

　
株
主
の
或
る
穫
利
が
株
主
の
固
有
椹
と
解
せ
ら
れ
る
か
否
か
は
、
そ
れ
が
定
款
の
絶
封
的
記
載
事
項
で
あ
る
か
否
か
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

れ
が
株
主
に
と
つ
て
本
質
的
に
重
要
な
樺
利
で
あ
る
か
否
か
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
新
株
引
受
樺
が
株
主
の
固
有
椹
と
解

し
う
る
程
株
主
に
と
つ
て
本
質
的
に
重
要
な
権
利
で
あ
る
か
否
か
は
、
一
般
論
的
に
は
い
ず
れ
と
も
決
定
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
現
行
實
定

法
が
ど
れ
程
こ
れ
を
重
覗
し
て
い
る
か
、
比
較
法
的
に
ど
れ
程
重
要
覗
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
つ
て
到
断
す
る
他
は
な
い
。

　
こ
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
現
行
實
定
法
は
株
主
が
當
然
に
は
新
株
引
受
樺
を
有
し
な
い
と
い
う
建
前
を
探
つ
て
い
る
し
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ

等
に
お
い
て
も
、
定
款
攣
更
や
総
會
の
特
別
決
議
に
よ
つ
て
株
主
の
新
株
引
受
権
の
排
除
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
現
行
商
法
に
お
い
て

は
、
新
株
引
受
権
を
株
主
の
固
有
椹
と
解
し
う
る
理
由
は
存
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
從
つ
て
、
一
旦
定
款
に
よ
つ
て
與
え
た
株
主
の
新
株
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

受
権
を
、
後
に
、
定
款
攣
更
に
よ
つ
て
、
排
除
叉
は
制
限
す
る
こ
と
は
差
支
え
な
い
と
解
す
る
。

　
次
に
定
款
の
ど
の
よ
う
な
定
め
方
が
有
効
で
あ
る
か
無
効
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
五
年
改
正
法
に
お
け
る
よ
う
な
法
の
別
段
の
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

約
は
な
い
の
で
、
株
主
李
等
の
原
則
に
反
す
る
定
め
以
外
に
は
如
何
な
る
定
め
方
を
な
し
て
も
差
支
え
な
い
。

　
（
1
）
　
定
款
に
よ
つ
て
付
與
さ
れ
た
新
株
引
受
椹
の
意
味
に
つ
い
て
は
か
つ
て
は
そ
れ
を
割
當
機
關
に
封
す
る
軍
な
る
割
當
の
指
圖
と
解
す
る
見
解
が
あ
つ
た
（
八

　
　
木
弘
「
株
主
の
新
株
引
受
穫
」
齋
藤
記
念
論
丈
集
五
一
六
頁
及
び
そ
こ
に
掲
ぐ
る
文
献
参
照
）
。
し
か
し
、
昭
和
二
十
五
年
改
正
法
以
降
に
お
け
る
學
誘
は
定
款

　
　
に
よ
る
株
主
の
新
株
引
受
樺
は
株
主
椹
の
内
容
を
な
す
と
す
る
の
が
多
数
で
あ
る
（
富
山
康
吉
「
新
株
引
受
灌
」
前
掲
講
座
四
巻
一
二
四
八
頁
）
。

　
（
2
）
　
鈴
木
竹
雄
「
改
正
法
上
の
新
株
引
受
擢
」
法
學
協
會
雑
誌
七
二
巻
六
號
五
七
七
頁
、
西
原
・
大
隅
・
鈴
木
・
石
井
・
大
森
「
改
正
株
式
會
肚
法
の
問
題
貼
」

　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
選
書
二
四
頁
以
下

　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
権
の
薪
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
（
一
七
五
）



　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
　
（
一
七
六
）

（
3
）
　
富
山
康
吉
、
前
揚
講
座
四
巻
一
二
四
八
頁

（
4
）
　
昭
和
三
十
年
改
正
法
の
附
則
第
四
項
但
書
が
株
主
の
新
株
引
受
椹
に
關
す
る
從
前
の
定
款
の
規
定
の
慶
止
ま
た
は
攣
更
を
み
と
め
て
い
る
の
は
、
新
株
引
受

　
椹
と
い
う
も
の
は
固
有
権
で
な
い
と
い
う
考
え
方
が
改
正
法
の
全
盟
的
基
礎
に
な
つ
て
い
る
と
い
う
鐙
掠
の
一
っ
と
解
し
て
良
い
だ
ろ
う
（
西
原
他
・
前
揚
ジ
ュ

　
リ
ス
ト
選
書
二
五
頁
）
。

（
5
）
　
例
え
ば
、
一
定
数
以
上
の
株
式
を
も
つ
大
株
主
に
封
し
て
の
み
新
株
引
受
灌
を
與
え
た
り
、
設
立
の
際
に
登
行
し
た
株
式
に
つ
い
て
の
み
株
主
に
新
株
引
受

　
穫
あ
る
も
の
と
し
た
り
、
ま
た
、
額
面
無
額
面
の
別
に
ょ
つ
て
引
受
椹
に
差
異
を
設
け
た
り
す
る
が
如
き
定
款
の
規
定
は
株
主
耶
等
の
原
則
に
反
す
る
も
の
で
無

　
効
で
あ
る
。
但
し
一
部
の
株
主
に
封
し
て
の
み
新
株
引
受
椹
を
與
え
る
旨
の
定
款
の
定
も
そ
れ
が
特
定
の
第
三
者
に
封
し
て
與
え
る
も
の
と
解
さ
れ
る
揚
合
は
差

　
支
え
な
い
。
な
お
會
杜
が
数
種
の
株
式
を
爽
行
す
る
場
合
に
は
、
例
外
と
し
て
「
定
款
二
定
ナ
キ
ト
キ
ト
錐
モ
」
新
株
の
引
受
に
關
し
、
株
式
の
種
類
に
從
い
格

　
別
の
定
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
故
に
定
款
を
以
て
す
れ
ば
、
固
よ
り
か
か
る
格
別
の
定
を
な
し
う
る
（
津
田
利
治
・
前
掲
一
八
ー
一
九
頁
）
。

　
定
款
に
よ
る
引
受
椹
は
、
將
來
の
新
株
穫
行
に
際
し
て
そ
の
新
株
に
つ
き
具
艦
的
新
株
引
受
椹
を
流
出
す
る
槽
利
で
あ
り
、
定
款
に
よ
る
引
受

権
か
ら
具
艦
的
新
株
引
受
穫
が
流
出
す
る
關
係
は
、
恰
も
株
主
の
利
猛
配
當
請
求
槽
か
ら
具
艦
的
な
利
盆
配
當
金
支
沸
請
求
椹
が
流
出
す
る
關
係

と
似
て
い
る
。
こ
の
定
款
に
よ
る
引
受
椹
の
存
在
に
封
鷹
し
て
、
會
肚
側
は
割
當
義
務
を
負
捲
す
る
。
會
杜
が
引
受
穫
者
に
封
し
て
適
法
な
割
當

を
な
さ
な
か
つ
た
場
合
は
、
定
款
に
よ
る
引
受
椹
か
ら
流
出
せ
る
具
饅
的
引
受
権
（
詳
細
は
後
述
）
の
無
覗
と
い
う
こ
と
に
麟
着
す
る
か
ら
、
會
肚

側
に
債
務
不
履
行
の
責
任
を
生
ず
る
（
こ
の
場
合
、
損
害
賠
償
請
求
．
新
株
登
行
の
差
止
請
求
の
ほ
か
、
新
株
登
行
無
効
の
訴
も
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
有
力
な
反

封
論
が
あ
る
〔
富
山
・
前
掲
講
座
一
二
五
〇
頁
〕
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
定
款
に
よ
る
引
受
権
の
封
象
と
な
る
株
式
は
、
定
款
上
別
段
の
定
め
が
な
け
れ
ば
將
來
焚
行
さ
れ
る
す
べ
て
の
新
株
式
で
あ
る
。

　
（
6
）
　
昭
和
二
十
五
年
改
正
法
に
お
い
て
は
、
定
款
に
定
め
た
株
主
の
新
株
引
受
椹
が
お
よ
ぶ
範
園
は
、
引
受
椹
あ
る
旨
を
定
め
た
と
ぎ
の
定
款
に
お
け
る
未
登
行

　
　
株
式
に
限
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
後
の
定
款
憂
更
に
よ
り
登
行
豫
定
株
式
総
数
を
檜
加
し
た
場
合
は
、
そ
の
檜
加
部
分
の
株
式
に
は
從
前
の
新
株
引
受
椹
は
當
然

　
　
に
は
こ
れ
に
及
ば
な
か
つ
た
（
奮
法
一
六
六
條
一
項
五
號
、
三
四
七
條
二
項
参
照
）
。
し
か
し
、
昭
和
三
十
年
改
正
の
現
行
法
で
は
こ
の
奮
法
の
規
定
が
創
除
さ

　
　
れ
て
い
る
。



　
の
　
取
締
役
會
に
よ
る
新
株
引
受
権

　
前
述
せ
る
如
く
新
株
引
受
樺
は
割
當
の
樺
限
あ
る
會
杜
機
關
を
拘
束
す
る
。
換
言
す
れ
ば
一
定
の
者
に
新
株
の
引
受
樺
を
與
え
る
と
い
う
こ
と

は
、
新
株
割
當
の
樺
限
を
も
つ
取
締
役
會
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
拘
束
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
取
締
役
曾
の
新
株
割
當
の
権
限
が
拘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
マ
マ

束
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
取
締
役
會
は
新
株
を
如
何
な
る
基
準
で
何
人
に
割
當
て
る
か
を
自
由
に
決
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
取
締
役
會
の
決
議
に

よ
つ
て
引
受
権
が
付
與
さ
れ
る
と
い
う
事
は
、
割
當
椹
限
の
あ
る
機
關
の
新
株
襲
行
に
關
す
る
決
議
に
よ
つ
て
そ
の
當
該
の
機
關
の
割
當
椹
限
が

拘
束
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
り
、
割
當
自
由
の
原
則
を
別
の
言
葉
で
云
い
換
え
た
に
す
ぎ
な

い
。
こ
の
場
合
、
帥
ち
、
取
締
役
會
が
割
當
自
由
の
原
則
に
よ
つ
て
自
由
に
行
動
す
る
場
合
は
、
新
株
引
受
権
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
た
と
え
取

締
役
會
が
任
意
に
何
等
か
の
割
當
基
準
を
定
め
た
か
ら
と
て
、
こ
の
基
準
に
よ
つ
て
割
當
を
受
く
べ
き
者
が
、
新
株
引
受
椹
を
與
え
ら
れ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に
な
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
事
實
上
割
當
を
受
け
る
と
い
う
關
係
、
印
ち
い
わ
ば
軍
な
る
反
射
的
利
盆
が
與
え
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

商
法
二
八
O
條
ノ
ニ
に
云
う
取
締
役
會
の
決
議
に
よ
る
新
株
の
引
受
権
と
は
か
か
る
反
射
的
な
利
盆
を
指
構
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
新
株
引
受
樺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
し
て
の
本
質
を
備
え
て
い
な
い
と
解
す
る
。
商
法
二
八
O
條
ノ
ニ
に
い
う
取
締
役
會
の
決
議
に
よ
る
新
株
引
受
権
と
は
株
主
資
格
を
前
提
と
す

る
所
謂
株
主
の
新
株
引
受
椹
と
は
異
な
り
株
主
資
格
を
前
提
と
す
る
権
利
で
は
な
い
。
從
つ
て
異
論
の
あ
る
所
で
あ
る
が
、
た
と
え
引
受
擢
を
付

與
さ
れ
た
相
手
方
が
善
株
主
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
偶
々
付
與
さ
れ
た
相
手
方
が
奮
株
主
で
あ
つ
た
と
い
う
事
實
を
示
す
の
み
で
、
引
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

穫
が
株
主
資
格
に
基
い
て
付
與
さ
れ
た
と
見
る
事
は
出
來
な
い
と
解
す
る
。
故
に
そ
こ
に
は
株
主
李
等
の
原
則
は
働
か
な
い
。

　
（
7
）
　
高
鳥
正
夫
「
新
株
引
受
椹
と
有
利
議
行
」
慶
大
創
立
百
年
記
念
論
丈
集
一
七
四
頁

　
（
8
）
　
津
田
利
治
・
前
掲
論
丈
一
一
頁

　
（
9
）
　
も
つ
と
も
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
五
年
の
改
正
當
時
か
ら
、
取
締
役
會
が
與
え
る
引
受
灌
も
引
受
椹
で
あ
る
こ
と
に
は
遼
り
は
な
い
と
す
る
見

　
　
解
が
存
在
し
て
い
た
し
（
鈴
木
・
石
井
「
改
正
株
式
會
肚
法
解
説
」
三
〇
1
三
一
頁
）
、
ま
た
、
昭
和
三
十
年
の
改
正
に
よ
つ
て
、
新
株
嚢
行
に
關
す
る
取
締
役

　
　
會
の
決
議
で
、
引
受
椹
を
付
與
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
か
の
よ
う
な
禮
裁
を
と
つ
た
た
め
、
取
締
役
會
の
自
由
な
決
議
に
よ
つ
て
、
軍
な
る
反
射
的
利
盆
で
は

　
　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
一
七
七
）



　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
硯
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
（
一
七
八
）

　
な
い
と
こ
ろ
の
新
株
引
受
穫
が
蛮
生
す
る
と
い
う
立
場
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
（
富
山
・
前
掲
講
座
一
二
三
八
頁
以
下
）
。

（
1
0
）
　
「
株
主
は
株
主
た
る
資
格
に
於
て
會
肚
に
封
す
る
限
り
會
杜
に
よ
り
て
耶
等
な
る
待
遇
を
受
く
る
け
れ
ど
も
、
一
度
株
主
た
る
贅
格
を
離
れ
て
は
耶
等
の
原
則

　
の
適
用
が
全
く
問
題
と
な
り
得
ざ
る
こ
と
固
よ
り
云
ふ
を
竣
た
ぬ
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
鮎
は
純
然
た
る
個
人
法
上
の
關
係
に
於
て
相
見
ゆ
る
場
合
例
へ
ば
株

　
主
が
會
肚
よ
り
物
品
を
購
入
す
る
（
中
略
）
が
如
ぎ
場
合
に
於
て
は
至
極
明
瞭
で
あ
る
が
、
事
團
艦
法
上
の
行
爲
に
關
聯
を
有
す
る
に
至
る
や
、
問
題
は
し
か
く

　
簡
軍
に
解
決
し
得
ざ
る
も
の
が
存
す
る
。
第
一
に
株
主
が
會
肚
に
封
し
て
有
す
る
抽
象
的
債
権
、
抽
象
的
債
務
が
一
度
具
艦
的
の
債
椹
、
債
務
と
攣
ず
る
や
、
最

　
早
株
主
た
る
資
格
に
立
つ
も
の
に
非
ざ
る
が
故
に
株
主
耶
等
の
原
則
の
適
用
の
外
に
立
つ
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
鈴
木
竹
雄
「
株
主
卒
等
の
原
則
」
法

　
協
四
八
巻
三
號
六
〇
ー
六
一
頁
参
照
）
。
な
お
こ
の
貼
に
關
し
田
中
誠
二
教
授
は
債
権
者
的
椹
利
、
債
務
者
的
樺
利
と
な
つ
た
も
の
に
關
し
て
も
な
お
卒
等
の
原

　
則
の
適
用
が
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
「
會
肚
法
提
要
」
三
六
八
頁
）
。

　
③
　
具
髄
的
な
新
株
引
受
櫻
と
抽
象
的
な
新
株
引
受
権
（
以
下
具
騰
的
な
引
受
穫
と
抽
象
的
な
引
受
椹
と
略
稔
す
る
）

　
株
主
の
新
株
引
受
椹
に
つ
い
て
は
、
既
に
考
察
せ
る
如
く
、
定
款
に
よ
る
引
受
権
と
取
締
役
會
に
よ
る
引
受
権
と
を
匠
別
す
る
こ
と
が
出
來
る

の
で
あ
る
が
、
多
く
の
學
者
は
こ
の
よ
う
な
匝
別
よ
り
も
且
ハ
艦
的
な
引
受
椹
と
抽
象
的
な
引
受
椹
と
い
う
匿
別
を
し
て
い
る
の
で
こ
の
黙
に
考
察

を
進
め
る
事
に
す
る
。
株
主
の
新
株
引
受
椹
を
、
具
艦
的
な
引
受
樺
と
抽
象
的
な
引
受
権
と
に
匠
別
す
る
場
合
、
多
く
の
學
者
は
、
且
ハ
艦
的
な
引

受
権
と
は
、
定
款
に
株
主
の
新
株
引
受
樺
を
認
め
る
規
定
の
な
い
場
合
に
取
締
役
會
の
決
議
で
付
與
さ
れ
る
引
受
灌
、
印
ち
前
述
せ
る
取
締
役
會

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

に
よ
る
引
受
椹
と
、
定
款
に
株
主
の
新
株
引
受
椹
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
取
締
役
曾
の
新
株
震
行
決
議
に
よ
つ
て
そ
れ
が
具
艦
化
し
た
時
に

株
主
側
に
穫
生
す
る
権
利
と
の
爾
者
を
意
昧
し
、
抽
象
的
な
引
受
椹
と
は
、
定
款
に
よ
つ
て
株
主
に
與
え
ら
れ
る
こ
と
を
明
定
せ
ら
れ
た
引
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

樺
、
帥
ち
前
述
せ
る
定
款
に
よ
る
引
受
樺
を
意
味
す
る
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
私
は
前
述
せ
る
如
く
取
締
役
會
に
よ
る
引
受
権
は
、
新
株
引
受

椹
と
し
て
の
本
質
を
備
え
て
い
な
い
と
解
す
る
か
ら
、
具
艦
的
な
引
受
樺
の
中
に
取
締
役
會
に
よ
る
引
受
樺
を
包
含
せ
し
め
る
こ
と
は
出
來
な

い
。
從
つ
て
、
私
の
解
す
る
所
に
よ
れ
ば
、
具
艦
的
な
引
受
権
と
は
、
定
款
に
株
主
の
新
株
引
受
樺
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
取
締
役
會
の
新



株
獲
行
決
議
で
割
當
日
が
定
め
ら
れ
、
割
當
日
到
來
と
共
に
、
そ
れ
が
具
髄
化
し
た
時
（
具
腔
化
の
時
期
は
津
田
説
の
如
く
割
當
日
と
解
す
る
の
が
正
し

い
と
思
わ
れ
る
）
に
株
主
側
に
襲
生
す
る
椹
利
を
意
味
し
、
抽
象
的
な
引
受
権
と
は
、
前
述
の
定
款
に
よ
る
引
受
樺
（
但
し
取
締
役
會
の
新
株
襲
行
決
議

が
あ
つ
て
も
割
當
日
以
前
の
引
受
穫
は
抽
象
的
な
引
受
椹
で
あ
る
）
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
。
以
下
こ
の
分
類
方
法
に
從
つ
て
爾
者
の
樺
利
の
性
質

の
相
違
を
考
察
す
る
。

　
（
1
1
）
　
具
髄
化
の
時
期
は
新
株
獲
行
決
議
の
時
と
い
う
の
が
多
敏
論
で
あ
る
が
、
津
田
利
治
教
授
は
、
具
膿
化
の
時
期
を
割
當
日
と
解
さ
れ
て
い
る
。
帥
ち
、
「
…
…

　
　
い
わ
ゆ
る
割
當
日
が
來
ま
す
と
、
そ
の
目
現
在
の
…
…
株
主
名
簿
に
よ
つ
て
確
定
さ
れ
た
各
株
主
の
持
株
に
鷹
じ
て
、
そ
の
新
株
引
受
穫
の
内
容
、
へ
刀
量
が
定
ま

　
り
ま
す
。
（
中
略
）
即
ち
そ
の
い
わ
ゆ
る
割
富
日
以
前
の
引
受
樺
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
抽
象
的
引
受
灌
で
あ
つ
て
、
株
式
の
内
容
た
る
穫
能
の
一
つ
て
あ
り
…
…

　
　
（
中
略
）
　
割
當
目
以
後
の
、
株
式
か
ら
分
離
、
濁
立
し
た
引
受
椹
は
、
　
い
わ
ば
具
艦
的
新
株
引
受
椹
で
あ
り
ま
し
て
、
株
式
と
は
別
個
の
椹
利
で
あ
り
ま
す
」

　
（
「
會
肚
法
の
大
意
」
下
四
〇
三
・
四
つ
四
頁
）
。
蓋
し
正
當
な
見
解
で
あ
る
。

　
（
12
）
　
田
中
誠
二
・
前
掲
書
三
二
〇
頁
、
富
山
康
吉
・
前
掲
講
座
四
巻
二
一
四
三
頁

　
a
　
具
髄
的
な
引
受
樺

　
具
艦
的
な
引
受
椹
は
株
式
か
ら
流
出
し
た
支
分
的
な
権
利
で
あ
つ
て
、
凋
立
の
債
権
で
あ
る
。
具
艦
的
な
引
受
樺
は
株
主
権
と
は
濁
立
の
椹
利

で
あ
る
か
ら
、
肚
團
的
制
約
を
受
け
ず
、
定
款
攣
更
の
手
績
に
よ
つ
て
も
之
を
奪
う
こ
と
は
出
來
な
い
。
具
髄
的
な
引
受
槽
は
、
會
吐
に
封
し
新

株
の
割
當
を
請
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
椹
利
で
あ
る
。
新
株
引
受
椹
と
い
う
文
字
そ
の
も
の
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
他
の
者
に
優
先
し
て
新
株
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

引
受
を
な
し
う
る
椹
利
で
あ
り
、
從
つ
て
引
受
権
者
が
會
杜
の
意
思
に
拘
ら
ず
、
一
方
的
に
新
株
の
引
受
を
成
立
せ
し
め
得
べ
き
、
一
種
の
形
成

権
で
あ
る
が
如
き
感
が
な
い
で
も
な
い
が
、
現
行
商
法
は
、
新
株
引
受
槽
者
に
よ
る
株
式
引
受
に
つ
い
て
も
、
株
式
申
込
誰
に
よ
る
申
込
並
び
に

之
に
封
す
る
割
當
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
二
八
O
條
ノ
四
、
五
、
六
）
か
ら
、
新
株
引
受
権
を
以
て
か
か
る
形
成
権
で
あ
る
と
見
る

　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
具
艦
的
な
引
受
権
は
一
般
の
椹
利
と
同
様
に
、
こ
れ
を
行
使
す
る
と
否
と
は
引
受
権
者
の
自
由
で
あ
り
、
從
つ
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
鋤

　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
一
七
九
）



　
　
　
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
碑
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
　
（
一
八
O
）

棄
す
る
こ
と
も
自
由
で
あ
る
。
叉
そ
れ
自
髄
引
受
の
義
務
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
會
杜
は
引
受
穫
者
に
封
し
新
株
の
引
受
を
張
要
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
。

　
具
髄
的
引
受
穫
は
前
述
せ
る
如
く
株
式
と
は
別
個
獅
立
の
債
椹
で
あ
る
か
ら
、
株
式
と
は
別
個
に
譲
渡
し
う
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
帥
ち

具
髄
的
な
引
受
椹
は
株
式
と
は
別
に
一
般
の
債
槽
譲
渡
の
方
法
を
以
て
之
を
他
に
譲
渡
し
得
べ
く
、
そ
の
他
質
入
、
相
績
等
の
目
的
と
も
な
る
。

具
艦
的
な
引
受
穫
は
、
會
杜
に
封
し
新
株
の
割
営
を
請
求
す
る
債
権
で
あ
つ
て
、
そ
の
本
旨
に
從
い
割
當
を
受
け
、
株
式
の
引
受
が
成
立
す
れ

ば
、
引
受
椹
は
そ
の
目
的
を
達
し
て
浩
滅
す
る
。
從
つ
て
、
こ
の
引
受
権
は
、
株
式
引
受
が
あ
つ
て
初
め
て
焚
生
す
る
「
株
式
の
引
受
に
因
る
椹

利
」
帥
ち
権
利
株
と
は
別
物
で
あ
る
。
故
に
穫
利
株
の
譲
渡
を
制
限
す
る
商
法
一
九
〇
條
、
二
八
O
條
ノ
一
四
及
び
四
九
八
條
二
項
等
の
規
定

は
、
直
接
に
は
新
株
引
受
椹
に
適
用
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
然
し
商
法
一
九
〇
條
が
不
當
な
投
機
の
弊
害
を
防
止
す
る
趣
旨
に
よ
る
も
の
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
具
艦
的
な
引
受
椹
の
譲
渡
も
椹
利
株
の
譲
渡
と
同
様
、
否
そ
れ
以
上
の
弊
害
を
生
ず
る
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

よ
う
な
理
由
か
ら
、
わ
が
商
法
上
は
具
禮
的
な
引
受
椹
の
譲
渡
も
商
法
一
九
〇
條
よ
り
類
推
し
て
會
肚
に
封
し
て
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

解
す
る
の
が
多
激
読
で
あ
り
、
私
も
こ
の
見
解
に
從
う
も
の
で
あ
る
。
具
艦
的
な
引
受
樺
の
譲
渡
は
會
肚
に
封
し
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
會
杜
が
そ
の
引
受
擢
を
表
彰
す
る
流
通
謹
券
を
獲
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
わ
が
讃
券
取
引
法
二
條
一
項
六
號

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

は
正
に
か
か
る
詮
券
の
存
在
を
豫
定
し
た
規
定
で
あ
り
、
商
法
と
の
間
に
歩
調
が
合
つ
て
い
な
い
。
定
款
に
よ
つ
て
明
定
さ
れ
た
株
主
の
新
株
引

受
穂
に
つ
い
て
取
締
役
會
の
決
議
に
ょ
り
割
當
日
が
定
め
ら
れ
、
割
當
日
が
到
來
し
て
具
龍
化
す
る
と
、
株
主
側
に
穫
生
す
る
且
ハ
髄
的
な
引
受
椹

に
封
鷹
し
て
、
會
祉
側
に
は
、
株
主
に
一
定
の
新
株
の
優
先
的
割
當
を
な
す
べ
き
義
務
が
襲
生
す
る
。
こ
の
株
主
側
に
穫
生
す
る
椹
利
と
い
い
、

會
肚
の
負
捲
す
る
割
當
義
務
と
い
い
、
何
れ
も
債
樺
的
な
槽
利
義
務
に
過
ぎ
な
い
。
從
つ
て
、
會
肚
が
引
受
権
者
に
封
し
て
適
法
な
割
當
を
な
さ

な
か
つ
た
場
合
に
も
、
そ
れ
は
た
だ
債
務
不
履
行
と
し
て
の
責
任
を
生
ず
る
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
3
）
　
田
中
誠
二
「
會
肚
法
」
三
一
九
頁



　（

14

）
　
津
田
利
治
・
前
掲
論
文
九
頁
。
な
お
こ
の
論
争
に
關
し
て
は
、
西
原
・
大
隅
・
鈴
木
・
石
井
・
大
森
「
改
正
株
式
會
祉
法
の
問
題
黙
」
九
五
頁
以
下
滲
照
。

　
（
1
5
）
　
津
田
利
治
・
前
掲
論
丈
二
三
頁
、
松
田
二
郎
「
會
社
法
概
論
」
二
五
〇
頁
、
實
方
正
雄
一
會
就
法
學
1
」
二
九
六
頁
、
大
隅
・
大
森
「
逐
條
改
正
會
肚
法
解

　
説
」
三
五
五
・
三
五
六
頁
。
ま
た
富
山
康
吉
「
新
株
引
受
穫
」
株
式
會
杜
法
講
座
四
巻
一
二
四
四
頁
は
、
具
艦
的
引
受
灌
の
譲
渡
は
會
杜
に
掛
し
効
力
を
生
じ
な

　
　
い
の
で
は
な
く
、
若
干
の
特
別
法
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
會
肚
の
承
諾
が
な
け
れ
ば
會
杜
そ
の
他
の
第
三
者
に
罫
抗
し
え
な
い
と
解
す
る
の
が
委
嘗
で
あ
る
と
説
か

　
れ
、
星
野
孝
「
新
株
引
受
椹
の
護
渡
に
つ
い
て
の
一
見
解
」
商
事
法
務
研
究
二
五
號
一
一
頁
は
、
會
肚
の
承
諾
が
な
け
れ
ば
引
受
樺
の
譲
渡
を
以
て
會
杜
に
封
抗

　
　
し
え
な
い
と
し
な
が
ら
、
譲
渡
人
か
ら
承
諾
を
求
め
ら
れ
た
と
ぎ
は
會
肚
は
こ
れ
に
慮
ず
る
義
務
が
あ
る
と
詮
か
れ
て
い
る
。

　
（
1
6
）
　
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ッ
な
ど
の
諸
國
で
は
新
株
の
引
受
椹
を
表
示
す
る
謹
書
の
譲
渡
か
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
切
巴
置
9
旨
ρ
O
目
O
o
暮
o
蜜
氏
o
冒
ω
’
や
お
堕

　
ω
魯
自
げ
目
甘
僻
卜
屏
註
①
ロ
ご
①
塁
磯
o
Q
お
o
辟
q
ロ
α
ω
Φ
鍔
鵬
ω
お
o
耳
霧
9
9
P
ψ
碧
o
o
Φ
ρ
●
ま
た
、
　
わ
が
國
て
t
、
會
肚
更
生
法
二
六
條
、
資
本
組
入
法
九
條
、

　
外
資
に
關
す
る
法
律
一
七
條
の
二
、
企
業
再
建
整
備
法
二
九
條
ノ
四
等
に
は
、
特
別
の
揚
合
に
新
株
引
受
灌
の
譲
渡
を
み
と
め
て
い
る
。

　
b
　
抽
象
的
な
引
受
槽

　
前
述
の
如
く
、
抽
象
的
な
引
受
権
は
、
定
款
に
よ
る
引
受
穫
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
か
ら
、
既
述
の
定
款
に
よ
る
引
受
椹
の
性
質
を
参
照
せ

ら
れ
た
い
。

五
　
結

論

　
以
上
、
株
主
の
新
株
引
受
穫
に
つ
い
て
、
比
較
法
的
研
究
、
我
が
商
法
の
探
れ
る
態
度
、
取
締
役
會
の
割
當
自
由
の
原
則
と
の
關
係
、
法
的
基

礎
、
性
質
等
の
検
討
を
試
み
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
結
論
を
要
約
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
齢
ち
、
我
が
商
法
は
株
主
の
新
株
引
受
僅
に
關
し

定
款
に
よ
る
付
與
と
取
締
役
會
に
よ
る
付
與
と
の
爾
者
を
認
め
て
い
る
が
、
か
く
の
如
き
法
制
は
比
較
法
的
に
み
て
極
め
て
猫
創
的
な
、
特
異
性

の
張
い
も
の
で
あ
る
。
株
主
の
新
株
引
受
椹
の
法
的
基
礎
は
株
主
の
衡
手
的
利
盆
保
護
の
要
請
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
株
主
の
新
株
引
受
槽
は

豫
め
取
締
役
會
の
割
當
に
關
す
る
椹
限
を
拘
束
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
取
締
役
會
の
割
當
自
由
の
拘
束
と
い
う
黙
に

株
主
の
新
株
引
受
権
の
本
質
が
存
在
す
る
。
從
つ
て
我
が
商
法
で
い
う
株
主
の
新
株
引
受
権
の
う
ち
、
定
款
に
よ
つ
て
付
與
さ
れ
た
新
株
引
受
権
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五
七
　
　
　
（
一
八
一
）
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五
八
　
　
　
（
一
八
二
）

は
ほ
ん
ら
い
の
意
昧
で
の
新
株
引
受
槽
と
云
い
得
る
が
、
取
締
役
會
に
よ
つ
て
付
與
さ
れ
た
新
株
引
受
権
は
新
株
引
受
椹
と
し
て
の
實
質
を
備
え

て
い
な
い
も
の
と
解
す
る
を
相
當
と
す
る
。
我
が
商
法
の
態
度
は
資
本
調
達
の
機
動
性
の
確
保
の
要
講
に
重
鮎
を
お
き
す
ぎ
て
お
り
、
株
主
の
衡

手
的
利
盆
保
護
の
要
請
に
歓
け
る
憾
み
が
あ
る
か
ら
、
立
法
論
と
し
て
は
、
ド
イ
ッ
株
式
法
の
如
き
株
主
の
新
株
引
受
権
を
法
定
し
な
が
ら
、
別

に
嚴
格
な
要
件
の
下
に
そ
の
排
除
方
法
を
定
め
る
法
制
が
最
も
適
當
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
〇
．
九
．
二
〇
稿
）

附
記
　
本
研
究
は
慶
鷹
義
塾
學
事
振
興
資
金
に
よ
る
研
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の
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部
で
あ
る
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